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は
じ
め
に

祭
政
一
致
、
王
政
復
古
の
国
家
形
成
を
目
指
す
明
治
政
府
は
一
八
七
二
（
明
治

五
）
年
に
大
教
院
を
設
立
し
、「
敬
神
愛
国
、
天
理
人
道
、
皇
上
奉
戴
」
か
ら
な
る

三
条
教
則
に
基
づ
く
国
民
教
化
に
携
わ
る
人
材
と
し
て
教
導
職
を
養
成
し
た
。
大
教

宣
布
の
担
い
手
で
あ
る
教
導
職
に
補
任
さ
れ
た
僧
侶
は
、
三
条
教
則
を
も
と
に
「
説

教
」
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
真
宗
教
団
は
一
八
七
五
（
明
治
八
）
年
に
大
教

院
を
離
脱
す
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
そ
の
根
本
に
は
神
仏
合
同
の
あ
り
方
へ
の
不
満

と
、
三
条
教
則
と
仏
教
教
理
と
の
間
に
あ
る
思
想
的
な
問
題
が
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら

れ
て
い
る
。
三
条
教
則
に
関
す
る
最
新
の
研
究
は
、
三
宅
守
常
著
『
三
条
教
則
と
教

育
勅
語
―
宗
教
者
の
世
俗
倫
理
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
―
』（
二
〇
一
五
年
六
月
三
十
日
、

弘
文
堂
）
が
あ
り
、
福
田
義
導
（
真
宗
大
谷
派
）、
千
早
定
朝
（
法
隆
寺
）、
細
谷
環

渓
（
曹
洞
宗
）
ら
仏
教
家
の
衍
義
書
を
取
り
上
げ
て
、
仏
教
教
理
と
三
条
教
則
の
相

克
や
、
教
育
勅
語
と
の
関
係
性
に
着
目
す
る
研
究
に
着
手
し
て
い
る
。
ま
た
、
三
条

教
則
研
究
の
基
礎
資
料
と
し
て
、
仏
教
家
や
神
道
家
に
よ
る
様
々
な
衍
義
書
を
復
刻

し
た
『
三
条
教
則
衍
義
書
資
料
集
』（
三
宅
守
常
編
、
二
〇
〇
七
年
七
月
三
〇
日
）

も
公
刊
さ
れ
て
い
る（

１
）。

本
論
文
が
取
り
上
げ
る
『
教
則
三
條
聞
誌
』（
以
下
、
聞
誌（

２
）

）
は
、
真
宗
高
田
派

の
松
山
忍
成
（
一
八
二
二
〜
一
八
八
二
年
）
に
よ
る
三
条
教
則
の
衍
義
書
で
あ
る
。

『
三
条
教
則
衍
義
書
資
料
集
』
に
未
収
録
で
あ
る
が
、
東
海
地
方
の
真
宗
僧
侶
に

行
っ
た
教
導
職
の
「
講
究
検
査
」
と
い
う
、
教
導
職
の
養
成
に
か
か
る
実
践
の
記
録

で
あ
り
、
教
導
職
養
成
の
一
事
例
と
い
う
点
か
ら
見
て
も
史
料
的
価
値
を
有
し
て
い

真
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僧
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の
教
導
職
養
成
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三
六

る
。
三
条
教
則
を
仏
教
家
が
ど
の
様
に
受
け
入
れ
、
国
家
的
な
宗
教
性
を
提
示
し
て

い
っ
た
の
か
と
い
う
国
家
神
道
論
に
繋
が
る
議
論
は
、
日
本
近
代
思
想
史
に
お
い
て

重
要
な
論
点
で
あ
る
。
ゆ
え
に
、
本
資
料
を
手
が
か
り
に
し
て
、
神
や
天
皇
、
国
家

と
い
う
概
念
を
い
か
に
理
解
し
た
の
か
と
い
う
思
想
を
明
ら
か
に
し
て
お
き
た
い
。

　
　

一
、『
教
則
三
條
聞
誌
』
に
つ
い
て

『
聞
誌
』
は
、
一
八
七
三
（
明
治
六
）
年
七
月
三
・
四
の
両
日
に
、
常
念
寺
（
松

坂
市
、
真
宗
高
田
派
）
で
松
山
忍
成
（
闡
教
院
廓
然
忍
成
）
が
行
っ
た
説
教
の
記

録
で
あ
る
。
記
録
者
は
不
明
で
あ
る
。
記
録
さ
れ
た
年
月
日
は
記
さ
れ
て
い
な
い

が
、
用
い
ら
れ
て
い
る
料
紙
や
筆
致
か
ら
見
て
、
こ
の
時
期
に
書
か
れ
た
こ
と
が
わ

か
る
。
講
述
者
の
忍
成
は
、
住
持
を
務
め
た
真
宗
高
田
派
上
品
寺
（
四
日
市
市
）
に

私
塾
の
「
和
敬
寮
」
を
開
い
て
学
徒
を
教
養
し
た
、
高
田
派
き
っ
て
の
学
僧
で
あ

る
。
一
八
六
九
（
明
治
二
）
年
に
真
宗
高
田
派
の
鑑
学
、
そ
し
て
一
八
七
九
（
明
治

一
二
）
年
に
学
頭
職
の
講
師
に
任
ぜ
ら
れ
て
い
る
。
維
新
の
混
乱
期
に
は
、
本
願
寺

派
の
大
洲
鉄
然
や
島
地
黙
雷
ら
と
共
に
仏
教
擁
護
に
奔
走
し
、「
近
代
化
」
の
基
礎

を
確
立
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
て
い
る（

３
）。

『
聞
誌
』
の
本
文
冒
頭
に
は
「
権
中
講
義
闡
教
院
和
上
説
」
と
あ
り
、
忍
成
が
教

導
職
の
職
位
で
あ
る
権
中
講
義
（
十
級
）
の
立
場
で
説
教
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
教

導
職
と
は
、
明
治
政
府
の
宗
教
政
策
で
あ
る
大
教
宣
布
に
資
す
る
べ
く
始
ま
っ
た
、

教
導
職
制
度
を
担
う
「
半
官
半
民
」
の
職
位
で
あ
る
。
一
八
七
二
（
明
治
五
）
年
三

月
、
神
祇
官
を
引
き
継
い
だ
教
部
省
は
、
神
道
を
中
心
に
置
い
て
仏
教
、
儒
教
を
取

り
込
ん
だ
形
の
国
民
教
化
を
行
い
、
キ
リ
ス
ト
教
の
侵
入
を
防
ぐ
と
い
う
意
図
の
も

と
、
教
導
職
制
度
の
確
立
に
着
手
し
た
。
僧
侶
や
神
職
な
ど
が
大
教
正
（
一
級
）
か

ら
権
訓
導
（
十
四
級
）
ま
で
の
十
四
の
階
級
（
教
導
職
）
に
任
命
さ
れ
、「
敬
神
愛

国
・
天
理
人
道
・
皇
上
奉
戴
」
か
ら
な
る
三
条
教
則
を
も
と
に
教
化
に
あ
た
っ
た
。

こ
の
教
導
職
を
統
括
し
、
教
義
の
講
究
、
教
書
の
編
纂
と
い
っ
た
業
務
を
扱
う
組
織

の
大
教
院
が
一
八
七
三
（
明
治
六
）
年
一
月
五
日
に
設
立（

４
）さ

れ
た
。
執
行
機
関
と
し

て
神
道
に
は
「
神
局
」
が
、
仏
教
七
宗
に
は
各
宗
の
局
（「
真
宗
局
」「
浄
土
局
」
な

ど
）
が
設
置
さ
れ
、
各
宗
か
ら
派
遣
さ
れ
た
者
が
事
務
に
あ
た
っ
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の

局
に
庶
務
、
書
籍
、
講
究
、
編
纂
、
訓
導
取
締
、
講
究
者
溜
、
生
徒
取
締
、
会
計
な

ど
の
各
課
お
よ
び
掛
を
組
織
し
た
。
真
宗
は
東
西
本
願
寺
と
専
修
寺
（
高
田
派
）、

錦
織
寺
（
木
辺
派
）
の
四
派
が
合
同
す
る
「
真
宗
局
」
が
で
き
た
。
真
宗
の
管
長
に

は
専
修
寺
住
職
の
常
磐
井
尭
凞
が
就
任
し
た
。
管
長
と
は
、
各
宗
に
所
属
す
る
教
導

職
を
管
理
す
る
管
轄
長
官
の
意
味
で
あ
り
、
各
宗
の
管
長
を
通
じ
て
国
家
が
「
布

教
」
に
従
事
す
る
者
を
管
理
す
る
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
。
同
年
一
月
一
八
日
に
設
立
さ

れ
た
「
真
宗
局
」
は
、
全
国
を
八
つ
の
「
大
学
区
」
に
分
け
、
そ
れ
ぞ
れ
に
「
取

締
」
を
組
織
し
た
。
東
海
地
方
は
、
愛
知
県
、
岐
阜
県
、
三
重
県
、
浜
松
県
、
度
会

県
内
の
真
宗
三
派
が
（
高
田
派
・
本
願
寺
派
・
東
本
願
寺
派
）
合
同
し
、
大
教
正
の

常
磐
井
尭
熈
を
頂
点
と
し
た
「
第
二
大
学
区
真
宗
取
締
」
が
組
織
さ
れ
た
。
教
部

省
、
大
教
院
、「
真
宗
局
」
な
ど
か
ら
の
布
達
類
は
、
各
派
本
山
か
ら
末
寺
に
伝
達

さ
れ
る
も
の
と
は
別
に
、
各
大
区
「
取
締
」
を
経
由
し
て
伝
達
さ
れ
、
そ
の
活
動
に
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つ
い
て
も
各
大
区
単
位
で
行
わ
れ
た
。
こ
れ
は
、
大
教
院
の
意
向
に
よ
っ
て
活
動
が

制
限
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
実
際
に
、
教
導
職
に
任
命
さ
れ
て
い

な
い
僧
侶
に
よ
る
説
教
が
禁
止
さ
れ
、
さ
ら
に
同
年
七
月
一
五
日
に
は
、
教
導
職
に

補
任
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
住
職
に
就
任
で
き
な
く
な
っ
た（

５
）。

大
教
院
は
、
教
導
職
の
布
教
内
容
を
具
体
化
す
る
為
、
一
八
七
三
（
明
治
六
）
年

二
月
九
日
に
「
十
一
兼
題
」
を
、
同
年
十
月
二
日
に
は
「
十
七
兼
題
」
を
そ
れ
ぞ
れ

制
定
し
、
こ
れ
ら
と
詔
勅
の
解
説
に
よ
っ
て
説
教
す
る
こ
と
を
教
導
職
に
課
し
た
。

「
二
大
学
区
」
は
同
年
七
月
、
教
導
職
と
試
補
に
対
し
て
、「
十
一
兼
題
」
に
掲
げ
ら

れ
た
題
目
一
つ
で
あ
る
「
神
徳
皇
恩
の
説
」
を
取
り
上
げ
た
文
章
を
作
成
し
封
書
で

専
修
寺
ま
で
送
る
よ
う
通
達
し
て
い
る（

６
）。

教
導
職
の
補
任
方
法
は
、
教
部
省
が
神
官
及
び
僧
侶
に
対
し
て
試
験
を
行
い
、
そ

の
結
果
に
よ
っ
て
等
級
を
定
め
て
か
ら
補
任
さ
れ
て
い
た
が
、
一
八
七
二
（
明
治

五
）
年
八
月
八
日
、
全
て
の
神
官
が
教
導
職
に
補
任
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か

し
、
僧
侶
は
違
っ
た
。
各
宗
の
管
長
が
所
属
僧
侶
ら
を
教
導
職
「
試
補
」
に
任
命

し
、
試
験
を
受
け
さ
せ
て
等
級
を
決
定
し
た
後
、
教
導
職
に
薦
挙
し
補
任
さ
れ
た（

７
）。

『
聞
誌
』
は
、「
第
二
大
学
区
」
の
真
宗
四
派
僧
侶
を
対
象（

８
）と

す
る
「
講
究
検
査
」
で

行
わ
れ
た
「
説
教
録
」
で
あ
り
、
こ
の
検
査
を
経
て
管
長
が
教
導
職
に
薦
挙
し
た
と

思
わ
れ
る
。
こ
の
時
の
「
講
究
検
査
」
は
、
一
八
七
三
（
明
治
六
）
年
六
月
二
二

日
、
専
修
寺
（
三
重
県
津
市
一
身
田
、
高
田
派
本
山
）
内
の
学
寮
で
あ
る
「
貫
練

場（
９
）」

を
「
講
究
所
」
と
改
称
し
開
催
し
た
の
を
皮
切
り
に
、
同
年
七
月
一
日
の
青
厳

寺
（
津
市
一
志
町
、
高
田
派
）
か
ら
、
約
三
ヶ
月
に
亘
っ
て
「
第
二
大
学
区
」
内
の

真
宗
寺
院
を
大
教
正
の
尭
熈
が
巡
化
し
た
。
忍
成
の
他
に
、
永
井
泰
玄
（
本
浄
寺
）、

柳
沢
沢
超
（
本
願
寺
派
法
盛
寺
）、
藤
谷
祐
存
（
大
谷
派
本
統
寺
）、
渥
美
契
誠
（
大

谷
派
法
因
寺
）
ら
各
派
か
ら
派
遣
さ
れ
た
随
行
者
が
そ
れ
ぞ
れ
の
会
所
で
複
演
な
ど

を
担
当
し
た
。
専
修
寺
「
講
究
所
」
で
の
講
究
内
容
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
関
連
す

る
動
き
と
し
て
、
同
年
五
月
二
一
・
二
二
日
に
原
口
針
水
（
本
願
寺
派
光
照
寺
）
が

『
古
事
記
』
を
講
義
し
、
そ
の
後
一
三
日
間
に
亘
っ
て
説
教
し
た
他
に
、
二
七
日
に

清
井
堪
霊
（
大
谷
派
光
徳
寺
）、
そ
し
て
、
三
重
県
下
の
講
究
検
査
従
事
と
し
て
西

本
願
寺
か
ら
派
遣
さ
れ
た
堀
川
観
阿
（
本
願
寺
派
）
に
よ
る
講
義
が
あ
っ
た）

10
（

。

尭
熈
に
よ
る
巡
化
の
日
程
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

七
月
一
・
二
日
青
厳
寺
、
同
月
三
・
四
日
常
念
寺
、
同
月
五
・
六
日
本
宗
寺
（
松

坂
市
・
大
谷
派
）、
同
月
七
日
光
明
寺
（
松
坂
市
、
高
田
派
）、
同
月
一
四
日
法

因
寺
（
亀
山
市
・
大
谷
派
）、
同
月
一
五
日
誓
昌
寺
（
亀
山
市
、
高
田
派
）、
同

月
一
六
日
高
田
派
専
修
寺
神
戸
別
院
（
鈴
鹿
市
）、
同
月
一
七
日
得
願
寺
（
四

日
市
市
、
大
谷
派
）、
同
月
一
八
・
一
九
日
常
徳
寺
（
四
日
市
市
・
本
願
寺
派
）、

同
月
二
〇
・
二
一
日
大
谷
派
桑
名
別
院
本
統
寺
（
桑
名
市
）、
同
月
二
二
・
二
三

日
法
盛
寺
（
桑
名
市
・
本
願
寺
派
）、
八
月
二
五
〜
二
七
日
大
谷
派
岐
阜
別

院
（
岐
阜
市
）、
同
月
二
八
〜
三
〇
日
願
誓
寺
（
岐
阜
市
、
本
願
寺
派
）、
同
月

三
〇
・
三
一
日
高
田
派
名
古
屋
別
院
（
名
古
屋
市
）、
九
月
一
三
〜
一
五
日
大
谷

派
岐
阜
別
院
（
岐
阜
市
）、
同
月
一
六
〜
一
八
日
願
誓
寺
（
岐
阜
市
、
本
願
寺

派
）、
同
月
一
九
日
善
教
寺
（
大
垣
市
、
高
田
派
）、
同
月
九
・
一
〇
日
大
谷
派

赤
羽
別
院
（
西
尾
市
）、
同
月
一
一
日
浄
顕
寺
と
浄
光
寺
、
同
月
一
二
・
一
三
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三
八

日
本
宗
寺
（
岡
崎
市
、
本
願
寺
派
）、
同
月
一
五
・
一
六
日
聖
眼
寺
（
豊
橋

市
、
高
田
派
）、
同
月
一
九
・
二
〇
日
本
称
寺
（
浜
松
市
、
本
願
寺
派
）、
同
月

二
三
・
二
四
日
暮
戸
会
所
（
碧
南
市
、
大
谷
派）
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こ
の
時
の
派
出
説
教
は
、
正
信
偈
和
讃
を
勤
め
た
後
に
大
教
正
が
内
陣
正
面
に
設
置

さ
れ
た
厚
畳
で
説
教
し
た
。
続
い
て
随
行
の
教
導
職
が
外
陣
の
祖
師
前
に
高
座
を
設

け
て
復
演
し
た
。
大
教
院
は
神
道
の
思
想
や
儀
礼
を
中
心
に
置
い
て
い
た
た
め
、
神

道
儀
式
を
僧
侶
に
強
い
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
神
社
で
説
教
す
る
場
合
は
、「
開
講
の

祝
詞
を
奏
し
、
教
則
三
条
の
奉
読
」
す
る
と
い
う
流
れ
が
あ
り
、
ま
た
、
臨
済
宗
の

清
見
寺
（
静
岡
市
興
津
、
妙
心
寺
派
）
で
は
、
須
弥
壇
上
の
本
尊
を
隠
し
て
説
教
を

行
う
な
ど
と
い
っ
た
事
も
あ
っ
た
よ
う
だ
が）

12
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、
こ
の
巡
化
で
は
特
別
な
儀
式
を
行
う

よ
う
な
通
達
は
出
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
賽
銭
の
半
額
を
大
教
院
に
納
め
る

こ
と
の
指
示
が
あ
っ
た
も
の
の
、
こ
の
説
教
形
式
だ
け
を
見
る
と
各
寺
院
を
巡
化
す

る
法
話
の
際
の
宗
教
儀
式
は
、
さ
ほ
ど
問
題
に
な
ら
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

『
聞
誌
』
は
、
三
条
教
則
の
各
項
目
に
説
明
を
加
え
る
内
容
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

「
三
条
教
則
衍
義
書
」
の
部
類
に
入
る
。
神
道
や
忠
孝
と
い
っ
た
国
民
道
徳
概
念
を

説
明
す
る
中
で
、
仏
教
的
な
要
素
に
触
れ
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
三
条
教
則
の
説
明

に
終
始
し
て
い
る
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
仏
教
の
説
教
で
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で

あ
る
。
た
だ
し
、
注
意
し
て
お
き
た
い
の
は
、『
聞
誌
』
に
記
さ
れ
た
内
容
が
、
説

教
の
全
て
で
あ
っ
た
の
か
ど
う
か
は
解
ら
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
記
録
者
が
、
三

条
教
則
の
説
明
に
か
か
る
部
分
の
み
を
記
し
、
仏
教
の
論
説
を
省
い
て
い
た
り
、
こ

の
説
教
が
終
わ
っ
た
後
、
席
を
変
え
て
仏
教
を
語
っ
て
い
た
り
し
た
可
能
性
も
考
え

ら
れ
る
。
こ
の
様
な
可
能
性
を
念
頭
に
置
く
理
由
は
二
つ
あ
る
。
本
資
料
が
手
書
き

に
よ
る
も
の
で
あ
る
た
め
、
完
全
な
形
の
資
料
で
あ
る
の
か
ど
う
か
と
い
う
、
資
料

的
制
約
を
有
し
て
い
る
こ
と
。
そ
し
て
本
論
文
が
、
神
道
的
な
内
容
を
主
た
る
要
素

と
す
る
三
条
教
則
を
仏
教
家
が
ど
の
レ
ベ
ル
で
受
け
入
れ
て
い
た
の
か
と
い
う
思
想

的
な
課
題
を
取
り
上
げ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
資
料
的
制
約
に
つ
い
て
は
、
対
校
本

と
な
る
資
料
が
発
見
さ
れ
な
い
限
り
解
決
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
た
め
、
こ
れ
以
上

言
及
で
き
な
い
が
、
思
想
的
な
課
題
に
つ
い
て
少
し
触
れ
て
お
き
た
い
。
な
ぜ
な

ら
、
こ
の
説
教
内
容
に
見
ら
れ
る
神
道
の
受
容
や
相
克
は
、
本
論
文
が
提
供
す
る
視

座
の
一
つ
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
仏
教
家
の
三
条
教
則
理
解
に
つ
い
て
、
三
宅
守
常

は
次
の
よ
う
な
分
析
を
提
示
し
て
い
る
。

三
条
教
則
に
関
す
る
神
道
・
仏
教
は
、
特
に
仏
教
の
場
合
、
一
部
で
は
あ
っ
て

も
自
身
の
仏
教
的
立
場
を
鮮
明
に
打
ち
出
し
た
り
、
実
際
に
は
法
話
の
ご
と
き

仏
教
臭
が
濃
厚
な
説
教
を
行
っ
て
い
た
事
実
も
明
ら
か
と
な
っ
た）
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。

教
導
職
は
単
に
国
家
の
教
化
方
針
を
代
弁
す
る
の
で
は
な
く
、
仏
教
の
独
自
性
を
打

ち
出
し
な
が
ら
説
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
三
条
教
則
や
神
道
的
理
解

と
の
間
に
あ
る
相
克
の
表
出
も
読
み
取
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
と
り
わ
け
真
宗

は
、
神
仏
合
同
の
布
教
に
反
対
し
、
一
八
七
五
（
明
治
八
）
年
二
月
に
大
教
院
か
ら

離
脱
し
て
い
る
た
め
、
思
想
的
な
問
題
を
確
認
し
て
お
く
こ
と
は
重
要
な
論
点
で
あ

る
。そ

こ
で
、『
聞
誌
』
の
「
結
び
」
を
確
認
す
る
と
、

蚩
々
民
ト
ハ
頑
愚
ノ
者
ヲ
指
ス
蚩
ハ
ヲ
ロ
カ
ト
訓
ス
ル
字
ナ
リ
目
ニ
ハ
文
字
ヲ



真
宗
僧
侶
の
教
導
職
養
成

三
九

知
ラ
ス
故
ニ
是
ヲ
シ
テ
文
明
ナ
ラ
シ
メ
ン
ト
苦
心
シ
玉
フ
ト
云
意
ヲ
顕
ス
然
リ

ト
雖
ト
モ
ト
ハ
上
ニ
反
ス
ル
言
ニ
シ
テ
其
苦
心
ノ
義
ヲ
モ
知
ラ
ス
維
新
ノ
治
定

ニ
逢
フ
事
ニ
驚
キ
歎
キ）
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（

と
あ
る
。
も
と
も
と
は
「
上
に
反
す
る
」
意
味
を
持
つ
「
蚩
蚩
民
」
と
し
て
の
あ
り

方
を
戒
め
て
、
明
治
維
新
の
意
義
を
知
ら
し
め
よ
う
と
す
る
内
容
で
あ
る
が
、「
驚

き
歎
き
」
と
書
き
記
し
た
所
で
筆
が
止
ま
っ
て
い
る
。
法
話
を
締
め
く
く
る
「
結
び

の
言
葉
」
が
記
さ
れ
て
い
な
い
た
め
判
別
は
難
し
い
が
、
そ
の
ま
ま
説
教
が
終
わ
っ

て
も
、
そ
の
後
に
続
い
て
い
た
と
し
て
も
不
思
議
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
し
か

し
、
そ
れ
を
判
断
す
る
材
料
を
筆
者
は
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
い
た
め
結
論
は
出
な

い
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
法
話
が
持
つ
意
味
や
方
向
性
を
確
認
し
て
、
説
教
内
容
と
の

関
係
を
見
て
お
き
た
い
。

こ
こ
に
、
巡
化
に
先
立
つ
同
年
六
月
二
日
、「
第
二
大
学
区
」
内
の
真
宗
寺
院
に

宛
て
た
通
達
が
あ
る
。

時
勢
ニ
達
セ
ス
驕
傲
遊
隋
ニ
シ
テ
徒
ニ
光
隂
ヲ
費
ヤ
シ
世
間
ノ
誹
議
ヲ
招
キ
衆

人
ニ
厭
悪
セ
ラ
ル
ル
者
ハ
布
教
ノ
道
ヲ
妨
ク
ル
コ
ト
細
小
ナ
ラ
ス
此
ノ
如
キ
者

ハ
佛
祖
ノ
悪
人
ト
謂
ヘ
シ
慨
嘆
ニ
堪
ス
候　

今
後
取
締
ニ
於
テ
深
ク
注
意
シ
当

区
内
各
県
管
下
ノ
僧
侶
国
ノ
為
法
ノ
為
各
派
教
正
ノ
羽
翼
ト
ナ
リ
布
教
尽
力
油

断
ナ
キ
様
致
シ
度
此
叚
論
告
ニ
及
候
事）
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布
教
に
従
事
す
る
教
導
職
に
対
し
て
、
そ
の
姿
勢
や
態
度
を
矯
そ
う
と
す
る
意
図
が

綴
ら
れ
て
い
る
。
教
部
省
は
「
教
法
ノ
要
ハ
三
條
ノ
御
趣
意
民
心
ニ
貫
徹
シ
各
其
職

責
ヲ
盡
サ
シ
メ
罪
悪
ヲ
未
萌
ニ
防
ク
ニ
ア
リ）
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」
と
い
う
期
待
を
教
導
職
に
抱
い
て
い

た
こ
と
か
ら
す
る
と
、
教
導
職
補
任
に
関
わ
る
「
講
究
調
査
」
を
見
据
え
た
通
達
な

ら
当
然
と
も
い
え
る
内
容
で
あ
る
。
そ
し
て
大
教
院
の
方
針
を
受
け
入
れ
る
根
拠

は
、「
国
の
為
、
法
の
為
」
と
、
国
と
仏
法
を
並
列
に
置
く
真
俗
二
諦
の
教
学
項
目

を
も
と
に
し
て
、
国
家
へ
の
奉
仕
を
社
会
的
役
割
と
理
解
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か

る
。高

田
派
の
真
俗
二
諦
論
に
は
『
高
田
派
御
書
』（
全
五
帖
六
十
通
、
明
暦
三

年
開
板
）
の
冒
頭
、
第
一
帖
第
一
通
に
専
修
寺
第
十
四
世
尭
秀
（
一
五
八
二
〜

一
六
六
六
）
に
よ
る
「
二
諦
章
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
消
息
が
あ
る
。
こ
こ
に
は
、

「
世
間
ニ
ハ
王
法
ヲ
ウ
ヤ
マ
ヒ
、
公
方
ヲ
ア
ガ
メ
、
国
主
地
頭
ノ
法
度
ヲ
マ
モ
リ
、

公
役
所
当
ツ
フ
サ
ニ
沙
汰
ヲ
イ
タ
シ
、
主
君
ニ
忠
節
ヲ
ナ
シ
、
父
母
ニ
孝
行
ヲ
ツ

ク
ス
ベ
シ
」
と
俗
諦
を
説
い
た
上
で
、「
命
ア
ラ
ン
カ
ギ
リ
ハ
、
ネ
テ
モ
サ
メ
テ

モ
油
断
ナ
ク
南
無
阿
弥
陀
仏
ヲ
ト
ナ
フ
ベ
キ
モ
ノ
ナ
リ
」
と
あ
る
。
こ
の
「
二
諦

章
」
は
高
田
派
内
で
一
定
の
影
響
力
を
持
っ
て
お
り
、
専
修
寺
第
十
九
世
の
円
祥

（
一
七
八
八
〜
一
八
三
七
）
は
一
八
一
八
（
文
政
元
）
年
の
安
居
で
「
二
諦
章
」
を

解
説
し
、
高
田
派
の
要
綱
を
講
述
し
て
い
る
。
真
俗
二
諦
論
は
、
東
西
本
願
寺
な
ど

他
の
真
宗
各
派
の
よ
う
に
、「
宗
風
」
と
し
て
真
俗
二
諦
論
の
立
場
を
と
っ
て
い
た

の
で
あ
る
。「
二
諦
章
」
に
は
国
法
を
敬
う
こ
と
に
加
え
て
、「
公
方
」
を
崇
め
る
こ

と
が
説
か
れ
て
い
る
。「
公
方
」
と
は
、
天
皇
や
朝
廷
を
指
す
言
葉
で
あ
る
が
、
江

戸
期
に
は
幕
府
の
将
軍
を
指
し
示
し
た
。
明
治
の
御
一
新
に
よ
っ
て
、
俗
諦
の
方
向

を
天
皇
へ
と
再
転
換
さ
せ
る
こ
と
が
、「
講
究
検
査
」
の
ね
ら
い
の
一
つ
に
あ
り
、

抵
抗
感
を
感
じ
さ
せ
る
こ
と
な
く
国
へ
の
貢
献
を
説
い
た
根
本
に
は
、
真
俗
二
諦
論
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の
影
響
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
背
景
を
持
つ
『
聞
誌
』
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
、
教
導
職
を
養
成
す
る

講
究
は
、
三
条
教
則
を
知
ら
し
め
る
こ
と
が
主
眼
で
あ
っ
た
め
、
三
条
教
則
を
講
義

し
た
後
に
仏
説
を
語
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
仏
教
と
神
道
と
の
間
に
あ
る
思
想
的
な

課
題
の
考
察
に
は
さ
ほ
ど
影
響
は
な
い
。
記
録
さ
れ
て
い
る
本
文
に
は
、
三
条
教
則

が
掲
げ
る
三
つ
の
項
目
す
べ
て
に
言
及
さ
れ
て
お
り
、
思
想
的
な
課
題
を
抽
出
で
き

る
。
ゆ
え
に
、『
聞
誌
』
が
持
つ
制
約
に
縛
ら
れ
る
必
要
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。

　
　

二
、
神
の
解
釈
と
忠
孝
に
つ
い
て

『
聞
誌
』
に
説
か
れ
て
い
る
敬
神
愛
国
の
理
解
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
こ
う
。
こ

こ
で
は
、
真
宗
に
と
っ
て
扱
い
が
難
し
い
神
と
い
う
概
念
に
つ
い
て
説
明
が
な
さ
れ

て
い
る
。
忍
成
の
特
徴
は
、
神
を
限
定
的
に
捉
え
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

「
敬
神
ト
ハ
敬
神
ハ
誠
敬
ノ
義
ア
リ
畏
敬
ノ
義
ア
リ）
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」
と
、
敬
神
と
い
う
言
葉
に

は
、
誠
意
を
持
っ
て
敬
う
こ
と
の
「
誠
敬
」
と
、
畏
れ
敬
う
「
畏
敬
」
の
意
味
が
含

ま
れ
て
い
る
こ
と
を
説
明
し
た
上
で
、
次
の
様
に
神
を
定
義
し
て
い
る
。

神
ハ
皇
国
ノ
始
祖
ヲ
指
ス
言
ニ
シ
テ
天
照
大
神
ヲ
云
ナ
リ）
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天
照
大
神
の
こ
と
を
神
で
あ
る
と
具
体
的
に
指
し
て
い
る
。
そ
の
理
由
は
、「
皇
国

の
始
祖
」
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
神
に
対
す
る
概
念
は
、
あ
る
意
味

で
独
特
な
理
解
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、『
古
事
記
』
や
『
日
本
書
紀
』
に
基
づ
く
日

本
神
話
に
示
さ
れ
て
い
る
神
と
い
う
概
念
は
、
天
照
大
神
に
限
っ
た
も
の
で
は
な
い

か
ら
で
あ
る
。
天
地
万
物
を
創
造
し
た
と
さ
れ
る
伊
弉
諾
尊
と
伊
弉
冊
尊
（
諾
冊
二

尊
）
を
は
じ
め
、
八
百
万
の
神
が
存
在
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
忍
成
も
そ
の
説

を
否
定
し
て
お
ら
ず
、「
国
ヲ
カ
タ
メ
玉
フ
故
ニ
開
国
ノ
功
ハ
此
ノ
二
尊
ニ
ア
ル
ヘ

シ
」
と
、
諾
冊
二
尊
を
日
本
の
開
国
に
功
績
が
あ
る
と
認
め
て
い
る
。
し
か
し

国
ヲ
作
リ
玉
フ
ハ
二
尊
ニ
ア
レ
ト
モ
皇
統
ヲ
開
キ
玉
フ
天
照
大
神
ニ
ア
ル
故
ニ

功
ヲ
天
照
大
神
ニ
ユ
ツ
リ
テ
天
祖
開
国
ト
云）
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と
、
皇
統
を
開
い
た
功
績
を
最
大
限
に
評
価
し
て
天
照
大
神
を
「
開
国
の
天
祖
」
と

呼
び
、
神
と
断
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
皇
統
と
は
、
天
皇
の
血
統
の
こ
と
で
あ

り
、「
今
日
ニ
至
リ
テ
神
統
相
承
シ
テ
国
ヲ
収
メ
玉
ヘ
ハ
今
上
天
王
ヨ
リ
其
モ
ト
ヘ

立
モ
ト
リ
テ
天
照
大
神
ヲ
開
国
ノ
祖
神
ト
ス
ル
也）
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」
と
、
今
上
天
皇
（
こ
の
時
は
明

治
天
皇
を
指
す
）
へ
と
繋
が
る
祖
神
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
神
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ

る
。
要
す
る
に
、「
開
国
の
祖
神
」
と
し
て
象
徴
的
に
神
を
概
念
付
け
る
な
ら
ば
、

天
照
大
神
こ
そ
ふ
さ
わ
し
い
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
王
政
復
古
の
表
象
を
目
指
し

た
明
治
政
府
が
、
初
代
の
神
武
天
皇
か
ら
今
上
天
皇
へ
と
繋
が
る
万
世
一
系
の
歴
史

観
の
構
築
を
模
索
し
て
い
た
よ
う
に
、「
今
上
天
皇
ニ
至
ル
迄
大
神
ノ
子
孫
相
続
テ

国
ヲ
収
メ
玉
フ
万
代
无
窮
ノ
モ
ト
ヲ
開
キ
玉
フ）

21
（

」
と
、
こ
の
歴
史
観
を
踏
襲
し
て
い

る
の
で
あ
る
。

実
は
、
こ
の
様
に
神
を
限
定
的
に
捉
え
る
定
義
は
、
他
の
三
条
教
則
の
解
説
で
は

あ
ま
り
見
ら
れ
な
い
。
そ
の
事
に
つ
い
て
ま
ず
、
神
道
側
の
視
座
か
ら
同
時
期
に
出

さ
れ
た
三
条
教
則
衍
義
書
で
確
認
し
て
お
き
た
い
。
神
祇
官
や
神
職
を
務
め
た
田
中
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知
邦
に
よ
る
『
示
蒙
教
導
三
条
略
弁
』（
一
八
七
三
年
一
月
）
に
は
、

敬
神
と
は
、
神
祇
を
崇
敬
す
る
の
義
也
。
凡
神
と
は
、
天
地
人
間
万
物
を
鋳
造

化
育
し
給
へ
る
の
大
霊
に
て
、
謂
ゆ
る
天
神
地
祗
な
る
が
、
八
百
万
神
と
申
し

て
其
数
量
り
な
く
極
り
な
く
座
ま
す
仲
に
、
ま
づ
第
一
に
無
常
至
尊
た
る
天
祖

を
崇
敬
す
る
を
主
と
す
。
夫
天
祖
天
照
大
神
は
天
神
の
大
御
議
り
を
以
て
天
上

の
大
主
宰
と
定
め
玉
ふ）

22
（

。

八
百
万
の
神
を
神
と
認
め
た
上
で
、
天
照
大
神
を
「
天
上
の
大
主
宰
」
と
呼
び
、
特

別
な
存
在
に
置
い
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
説
明
に
続
け
て
、「
次
に
大
国
主
神
は

地
球
中
の
幽
事
を
総
括
し
た
ま
ふ
の
大
神
な
り
。
又
産
土
神
は
各
そ
の
土
地
を
分
掌

し
、
殊
に
其
氏
子
を
愛
護
し
給
ふ
の
大
神
也）

23
（

」
と
、
説
明
を
加
え
て
い
る
こ
と
か
ら

す
る
と
、
天
照
大
神
以
外
の
神
々
の
存
在
も
尊
重
す
る
並
列
的
な
解
釈
が
な
さ
れ
て

い
る
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
、
こ
の
頃
、
神
道
界
の
中
心
的
人
物
で
あ
っ
た
田
中
頼

庸
（
後
に
伊
勢
神
宮
宮
司
）
に
よ
る
『
三
条
演
義
』（
一
八
七
三
年
四
月
）
で
は
、

神
と
は
天
祖
天
神
を
始
奉
り
、
総
て
朝
典
に
列
す
る
大
小
の
神
祇
及
土
地
の
産

土
神
氏
神
等
を
謂
な
り）

24
（

。

と
、
諸
々
の
神
を
神
と
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
つ
ま
り
、
神
道
家
は
忍
成
の
説

明
の
よ
う
な
、
天
照
大
神
に
限
定
す
る
理
解
を
持
た
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

次
に
仏
教
側
の
視
点
を
確
認
し
て
こ
う
。
一
八
七
二
（
明
治
五
）
年
に
大
教
院
教

典
局
が
編
集
し
た
『
諸
宗
説
教
要
義
』
と
い
う
書
物
が
あ
る
。
こ
れ
は
、「『
三
條
教

則
』
そ
の
も
の
を
、
仏
教
各
宗
の
立
場
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
と
く
べ
き
か
と
い
う

大
綱
を
示
し
た）

25
（

」
も
の
で
あ
る
。
大
教
院
に
参
加
し
た
七
宗
（
天
台
宗
、
真
言
宗
、

浄
土
宗
、
禅
宗
、
真
宗
、
日
蓮
宗
、
時
宗
）
が
、
三
条
教
則
を
い
か
に
し
て
講
述
す

る
の
か
と
い
う
テ
キ
ス
ト
と
し
て
の
位
置
づ
け
で
あ
る
。
三
宅
守
常
は
『
諸
宗
説
教

要
義
』
に
つ
い
て
、「
こ
の
各
宗
門
提
出
の
衍
義
は
宗
門
内
に
お
い
て
も
あ
る
程
度

は
下
部
ま
で
行
っ
て
い
た
よ
う
で
、
例
え
ば
真
宗
の
場
合
、
提
出
し
た
も
の
を
『
教

則
大
意
』
と
別
名
し
教
導
の
手
本
と
し
て
い
る）

26
（

」
と
指
摘
し
て
お
り
、
こ
こ
に
説
か

れ
て
い
る
解
説
は
仏
教
各
宗
の
「
公
式
見
解
」
的
な
側
面
が
あ
り
、
忍
成
も
当
然
、

参
考
に
し
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
に
は
、
神
を
天
照
大
神
と
し
て
特
定

す
る
表
現
は
見
当
た
ら
な
い
。
例
え
ば
、
天
台
宗
は
次
の
よ
う
に
神
を
説
い
て
い

る
。　

神
ハ
乃
チ
神
變
不
測
造
化
自
然
ノ
道
無
爲
ニ
シ
テ
能
ク
萬
物
ヲ
化
育
ス
ル
之
ヲ

神
ト
云
、
故
ニ
此
ノ
道
ニ
體
ス
ル
ハ
皆
神
人
ナ
リ
、
萬
國
皆
神
人
ナ
リ
、
漢
土

ニ
テ
ハ
造
化
ノ
理
或
ハ
五
嶽
ノ
神
三
皇
五
帝
ノ
廟
神
等
、
其
理
或
ハ
其
徳
ヲ
以

テ
稱
ス
、
印
度
ノ
佛
モ
亦
神
ナ
リ
、（
以
下
略）

27
（

）

と
、「
化
育
す
る
も
の
」
を
神
と
定
義
し
、
そ
の
理
解
の
範
囲
は
広
く
、
仏
教
の
開

祖
で
あ
る
仏
陀
を
も
含
め
て
い
る
。
そ
の
上
で
、
日
本
の
神
に
つ
い
て
触
れ
て
い

る
。

我
朝
ノ
祕
説
ニ
ハ
恐
シ
ク
モ
萬
物
皆
産
靈
神
ノ
賦
リ
給
ヘ
ル
處
ナ
レ
ハ
、
天
地

人
畜
ノ
根
源
之
ヲ
神
ト
云
、
故
ニ
其
理
ヲ
窮
ム
レ
ハ
造
化
自
然
ノ
理
ナ
リ
、
其

徳
ヲ
仰
ケ
ハ
萬
物
化
育
ナ
リ
、
故
ニ
顯
世
ニ
テ
ハ
天
照
大
神
在
之
、
幽
冥
ニ
ハ

大
國
主
ノ
神
在
之）

28
（

こ
こ
に
き
て
よ
う
や
く
天
照
大
神
が
揚
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
特
別
視
し
て
い
る
様
子
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は
な
く
、
出
雲
大
社
の
大
国
主
命
や
古
代
中
国
の
皇
帝
な
ど
も
神
と
し
て
並
列
に
置

い
て
い
る
。
こ
の
理
解
は
先
に
見
た
神
道
側
の
見
解
に
近
い
が
、
神
仏
習
合
の
思
想

も
色
濃
く
出
て
い
る
。

そ
し
て
、
真
言
宗
で
は
「
神
ト
者
心
ナ
リ
、
心
ハ
萬
法
ノ
本
ニ
シ
テ
心
能
ク
萬
法

ヲ
生
ス
、
心
ヲ
離
テ
ハ
更
ニ
一
法
モ
ア
ル
コ
ト
ナ
シ
、
神
明
ハ
我
国
ノ
宗
廟
萬
物

ノ
根
本
ナ
リ
、
神
ヲ
離
レ
テ
萬
物
ナ
ク
、
萬
物
ノ
他
ニ
神
ナ
シ）

29
（

」
と
あ
り
、
神
を

「
心
」
と
捉
え
て
い
る
し
、
禅
宗
（
五
山
派
）
の
「
神
ハ
吾
カ
皇
國
ノ
大
祖
神
ニ
シ

テ
三
才
ノ
本
萬
法
ノ
根
ナ
リ）

30
（

」
や
、
曹
洞
宗
の
「
上
古
元
神
天
御
中
主
・
尊
諾
冊
ノ

二
神
ヨ
リ
人
皇
ニ
至
リ
、
神
武
天
皇
乃
至
當
今
ニ
至
ル
マ
テ
、
悉
ク
皆
神
明
不
測
ノ

聖
徳
ヲ
以
テ
國
ヲ
創
メ
民
ヲ
御
シ
玉
フ）

31
（

」
と
い
う
よ
う
に
、
限
定
的
な
意
味
で
神
を

捉
え
て
い
な
い
。
さ
ら
に
、
日
蓮
宗
で
は
「
本
尊
ヲ
的
立
シ
テ
其
志
ヲ
確
フ
シ
ソ
ノ

信
ヲ
決
セ
シ
ム
、
其
本
尊
ト
ハ
何
ソ
ヤ
、
本
門
ノ
教
主
釋
尊
是
也
、
直
ニ
彼
ノ
天
竺

ノ
釋
迦
老
先
生
ナ
ル
者
ヲ
指
ニ
非
ル
ナ
リ
、
所
謂
我
毘
樓
盧
遮
那
遍
一
切
處
ト
云
者

ニ
シ
テ
世
ノ
所
謂
造
物
ノ
主
ナ
ル
者
也
、
竺
土
ニ
在
テ
ハ
釋
迦
、
支
那
ニ
在
ラ
ハ
三

皇
五
帝
、
皇
國
ニ
在
テ
ハ
宗
廟
ノ
神
祇
ト
現
ル）

32
（

」
と
、
天
台
宗
の
神
仏
習
合
説
に
近

い
本
地
垂
迹
説
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
て
い
る
。

で
は
、
真
宗
は
ど
の
よ
う
に
神
を
理
解
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
神
や
天
皇
を
め
ぐ
る

議
論
は
宗
教
的
な
視
点
に
お
い
て
も
重
要
な
論
点
で
あ
る
が
、
神
に
つ
い
て
定
義
し

た
り
、
説
明
し
た
り
と
い
っ
た
言
及
は
『
諸
宗
説
教
要
義
』
に
見
ら
れ
な
い
。
神
に

つ
い
て
の
説
明
を
加
え
な
い
ま
ま
、
直
接
的
に
皇
統
と
先
祖
へ
の
崇
拝
と
を
結
び
つ

け
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

天
祖
開
国
神
孫
相
承
皇
統
一
系
天
壤
ト
窮
ナ
ク
億
兆
ヲ
化
生
ス
レ
バ
、
吾
輩
モ

亦
皇
國
ノ
民
神
孫
ノ
裔
也）

33
（

と
、
神
を
指
す
概
念
は
あ
い
ま
い
な
ま
ま
、
自
ら
を
「
神
孫
の
末
裔
」
と
呼
ん
で
い

る
。
天
祖
開
神
、
神
孫
相
承
、
皇
統
一
系
、
天
壌
無
窮
と
い
っ
た
言
葉
を
一
括
り
の

も
の
と
し
て
と
ら
え
て
い
る
よ
う
に
も
見
受
け
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
真
宗
に
よ
る

見
解
は
、
神
祇
不
拝
の
教
え
を
有
し
て
い
る
が
ゆ
え
に
説
明
を
避
け
た
の
か
、
も
し

く
は
、
神
の
定
義
付
け
は
関
心
事
に
な
か
っ
た
か
、
そ
れ
ら
の
概
念
を
自
明
の
こ
と

と
し
て
受
け
入
れ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
う
し
た
神
や

皇
室
理
解
に
つ
い
て
は
、
説
教
す
る
者
の
理
解
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
て
い
た
と
見
る
べ
き

で
あ
る
。
そ
の
点
を
忍
成
の
説
で
補
足
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
天
祖
は
天
御
中
主
尊
や

天
照
大
神
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、「
神
孫
」「
皇
統
一
系
」
に
つ
い
て
は
、
次
の

様
な
忍
成
の
説
明
が
あ
る
。

皇
統
一
系
ト
ハ
此
神
孫
ヨ
リ
火

マ
　
　
マ

々
出
見
尊
𩿎マ
　
　
マ

茅
葺
不
合
二
尊
神
武
天
皇
ヨ
リ
今

日
マ
テ
大
神
ノ
血
筋
ヲ
以
テ
国
ヲ
収
メ
玉
リ
皇
統
一
系
ハ
ツ
グ
ト
訓
ス
ス
ブ
ル

ト
訓
シ
テ
大
神
ヨ
リ
今
日
迄
ア
ヒ
ツ
ヒ
テ
天
下
ヲ
ス
ベ
テ
収
メ
玉
フ
ト
云
コ
ト）

34
（

天
照
大
神
の
孫
で
あ
る
瓊に

に
ぎ
の
み
こ
と

瓊
杵
尊
か
ら
、
そ
の
「
神
孫
」（
彦ひ

こ

火ほ
ほ
で
み
の
み
こ
と

火
出
見
尊
と

鸕う
が
や
ふ
き
か
え
ず
の
み
こ
と

鷀
草
葺
不
合
尊
）
を
通
じ
て
初
代
天
皇
の
神
武
天
皇
が
世
に
出
る
こ
と
に
な
っ

た
。
そ
の
時
か
ら
現
在
ま
で
血
筋
を
も
っ
て
天
皇
が
国
を
統
治
し
た
こ
と
を
「
皇
統

一
系
」
と
呼
ん
で
い
る
。
こ
う
し
た
忍
成
の
説
教
内
容
の
構
成
を
見
る
と
、『
諸
宗

説
教
要
義
』
を
説
教
の
骨
子
と
し
な
が
ら
も
、
忍
成
な
り
の
解
釈
を
加
え
て
詳
し
く

解
説
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
解
る
。
こ
れ
は
、『
聞
誌
』
を
通
じ
て
見
ら
れ
る
特
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徴
で
あ
る
が
、
そ
う
で
な
い
面
も
あ
る
。

例
え
ば
、
先
に
引
用
し
た
『
諸
宗
説
教
要
義
』
の
眞
宗
の
一
節
に
は
、「
億
兆
ヲ

化
生
ス
レ
バ
」
と
あ
り
、
化
生
と
い
う
用
語
が
使
わ
れ
て
い
る
。
化
生
と
は
、『
大

無
量
寿
経
』
に
「
便
於
七
寶
華
中
、
自
然
化
生
、
住
不
退
轉）

35
（

」
や
「
爾
時
慈
氏
菩

薩
、
白
佛
言
世
尊
、
何
因
何
縁
、
彼
國
人
民
、
胎
生
化
生
」
と
あ
る
仏
教
用
語
で
あ

る）
36
（

。
そ
の
仏
説
を
親
鸞
は
『
教
行
信
証
』
の
中
で
、「
蓮
華
よ
り
化
生
し
て
、
常
に

諸
仏
を
見
た
て
ま
つ
る）

37
（

」
と
引
い
た
り
、
和
讃
に
お
い
て
「
仏
智
不
思
議
を
信
ず
れ

ば　

正
定
聚
に
こ
そ
住
し
け
れ　

化
生
の
ひ
と
は
智
慧
す
ぐ
れ　

無
上
覚
を
ぞ
さ
と

り
け
る）

38
（

」
と
記
し
て
い
る）

39
（

。
こ
れ
ら
の
文
脈
で
用
い
ら
れ
て
い
る
化
生
の
意
味
は
、

衆
生
が
生
ま
れ
る
四
種
の
形
態
の
一
つ
で
あ
っ
て
、
浄
土
に
忽
然
と
生
ま
れ
る
こ
と

や
、
報
土
に
往
生
す
る
こ
と
を
指
し
て
い
る）

40
（

。
そ
し
て
、
重
要
な
こ
と
は
、
化
生
は

阿
弥
陀
仏
の
は
た
ら
き
に
よ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
真
宗
は
阿
弥
陀
仏
と
い
う
一
仏

を
本
尊
と
す
る
た
め
、
諸
仏
へ
の
信
仰
を
必
要
と
し
な
い
ば
か
り
か
、
神
祇
不
拝
の

教
義
を
持
っ
て
い
る
た
め
、
神
と
仏
が
習
合
す
る
と
い
う
教
学
を
有
し
て
い
な
い
。

し
か
し
な
が
ら
、『
諸
宗
説
教
要
義
』
に
記
さ
れ
た
真
宗
の
見
解
に
は
、
神
が
万
民

（
億
兆
）
を
化
生
す
る
と
い
う
理
解
が
示
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
神
と
仏
を
同
じ

よ
う
な
位
置
に
置
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
何
ら
か
の
形
で

「
変
更
」
を
加
え
て
ゆ
く
こ
と
は
、
真
宗
の
信
仰
の
あ
り
方
と
し
て
、
根
本
に
関
わ

る
問
題
で
あ
り
、
特
異
な
例
と
言
え
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
神
仏
の
一
体
性
を
説

く
あ
り
方
は
、
三
条
教
則
理
解
の
際
に
初
め
て
出
て
き
た
の
で
は
く
、
こ
れ
よ
り
前

の
混
乱
期
に
も
、
次
の
様
な
考
え
が
見
ら
れ
る
。

我
宗
ニ
崇
ム
ル
所
ノ
本
尊
ハ
弥
陀
如
来
ト
申
テ
、
乍
恐
皇
国
天
祖
ノ
尊
ト
同
体

異
名
ニ
シ
テ
、
智
慧
ヨ
リ
現
レ
テ
ハ
天
ノ
御
中
主
尊
ト
称
シ
奉
リ
、
慈
悲
ヨ
リ

現
レ
テ
ハ
弥
陀
如
来
ト
申
シ
候）

41
（

。

こ
れ
は
、
大
谷
派
の
学
僧
、
闡
彰
院
空
覚
が
起
草
し
た
、
東
本
願
寺
法
嗣
の
大
谷
光

瑩
に
よ
る
朝
廷
へ
の
「
上
奏
文
」
の
原
案
で
あ
る
。
空
覚
が
一
八
七
一
（
明
治
四
）

年
一
〇
月
三
日
に
刺
殺
さ
れ
た
際
、
そ
の
傍
ら
に
残
っ
て
い
た
と
さ
れ
る
た
め
、
実

際
の
影
響
力
は
不
明
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
語
ら
れ
て
い
る
神
へ
の
理
解
が
、
阿
弥
陀

仏
と
「
同
体
異
名
」
と
表
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
明
ら
か
な
よ
う
に
、
神
と
仏
を
一

体
の
も
の
と
し
て
捉
え
て
い
る
。
智
慧
よ
り
天
之
御
中
主
神
が
現
れ
る
と
い
う
理
解

は
仏
教
的
で
は
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
な
ぜ
一
体
で
あ
る
の
と
い
え
る
の
か

と
い
う
根
拠
に
つ
い
て
も
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
た
だ
、
こ
う
し
た
教
学
は
近
代
か

ら
敗
戦
ま
で
の
間
、
こ
と
あ
る
ご
と
に
用
い
ら
れ
て
き
た
説
で
も
あ
る
。『
諸
宗
説

教
要
義
』
で
打
ち
出
し
た
、
神
が
万
民
を
化
生
す
る
と
い
う
論
法
は
、
そ
れ
を
決
定

づ
け
た
見
解
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。

で
は
忍
成
は
、
ど
う
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
結
果
的
に
彼
は
、
化
生
と
い
う
仏
教

用
語
を
用
い
な
か
っ
た
し
、
神
と
仏
を
同
一
視
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
彼
の
議
論

の
特
徴
は
、
仏
教
と
神
道
の
接
点
を
見
い
だ
す
と
い
う
よ
り
は
、
神
話
や
神
道
的
な

議
論
を
受
け
入
れ
て
い
た
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
天
皇
と
国
民
の
関
係

を
説
明
す
る
際
に
、「
天
壌
ト
ト
モ
ニ
窮
リ
ナ
ク
昔
シ
ヨ
リ
今
ニ
至
ル
マ
テ
兆
民
ヲ

造
化
シ
生
成
シ
玉
フ）

42
（

」
と
説
い
て
い
る
。「
造
化
し
生
成
」
と
い
う
表
現
は
、
先
に

見
た
天
台
宗
が
「
造
化
す
る
も
の
」
を
神
と
呼
ぶ
理
解
や
、
神
道
家
の
田
中
知
邦
に
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も
見
ら
れ
る
表
現
で
あ
る
が
、
そ
も
そ
も
こ
こ
で
用
い
ら
れ
て
い
る
「
造
化
」
と

は
、
三
神
（
天
御
中
主
尊
、
高
皇
産
霊
神
、
神
皇
産
霊
神
）
が
天
地
を
創
造
し
た
と

す
る
「
天
神
造
化
説
」
の
意
味
で
あ
り
、
神
道
的
な
表
象
で
あ
る
。
こ
の
点
を
田
中

頼
庸
の
『
三
条
演
義
』
か
ら
確
認
し
て
み
よ
う
。

此
世
界
の
最
初
は
皇
祖
三
神
無
始
よ
り
天
地
造
化
の
本
祖
と
し
て
、
世
界
を
鎔

造
し
、
神
聖
を
化
生
し
、
伊
弉
諾
伊
弉
冉
尊
に
至
り
て
夫
婦
の
礼
を
行
ひ
、
神

人
を
産
生
し
、
国
土
万
物
を
発
育
し
、
日
月
風
火
金
水
土
衣
食
住
等
の
神
よ
り

凡
て
天
地
の
間
に
有
ゆ
る
物
事
を
悉
く
分
掌
る
八
百
万
神
を
生
給
て
、
各
相
制

し
相
助
け
て
、
四
時
行
は
れ
、
人
民
万
物
生
々
蕃
息
し
て
、
言
う
神
化
の
玄
妙

な
る
こ
と
を
宇
宙
の
生
類
皆
其
恩
徳
を
蒙
ら
ざ
る
無
し）

43
（

。

こ
の
様
に
日
本
神
話
に
基
づ
く
「
天
神
造
化
説
」
が
説
か
れ
て
い
る
。
忍
成
は
、
こ

の
神
話
を
念
頭
に
置
い
て
い
た
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
一
点
の
違
い
が
あ
る
。
そ
れ

は
先
に
も
指
摘
し
た
よ
う
に
、
諸
神
の
存
在
を
認
め
な
が
ら
も
、
敬
神
愛
国
に
説
か

れ
る
神
と
い
う
概
念
に
限
定
的
な
解
釈
を
加
え
た
こ
と
に
あ
る
。
神
か
ら
続
く
無
窮

の
天
皇
を
、
国
民
の
指
導
者
と
し
て
位
置
付
け
て
、「
皇
上
ハ
今
日
天
王
ヲ
云）

44
（

」
と
、

「
皇
上
奉
戴
」
の
解
釈
を
提
示
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
さ
ら
に
、
国
家
が
天
皇
を
奉

戴
す
る
根
拠
を
二
つ
に
分
け
て
い
る
。
一
つ
は
、
万
世
一
系
の
皇
統
の
特
殊
性
に
つ

い
て
で
あ
る
。「
皇
国
ノ
君
ハ
外
国
ト
ハ
異
ニ
シ
テ
彼
レ
ハ
其
ノ
人
才
ヲ
選
ン
テ
国

王
ト
シ
或
ハ
戦
カ
ツ
テ
国
王
ト
ナ
ル）

45
（

」
と
、
諸
外
国
の
国
王
即
位
の
背
景
と
は
異
な

り
が
あ
る
と
示
し
た
上
で
、「
天
照
大
神
詔
シ
テ
宝
祚
无
窮
ト
告
ケ
玉
フ
ヨ
リ
以
来

万
世
不
易
ニ
シ
テ
其
徳
神
皇
一
ツ
ナ
リ）

46
（

」
と
、
天
照
大
神
が
開
い
た
皇
統
の
純
粋
性

を
根
拠
に
置
い
て
い
る
。
も
う
一
つ
の
根
拠
は
、

君
子
ハ
民
ノ
父
母
ナ
リ
ト
云
カ
如
ク
万
民
ヲ
撫
育
シ
テ
文
明
正
大
ノ
域
ニ
至
ラ

シ
メ
ン
ト
自
ラ
是
ヲ
奮
発
シ
他
ヲ
シ
テ
勉
強
セ
シ
メ
玉
フ
子
タ
ル
モ
ノ
父
母
ノ

重
恩
ヲ
知
ラ
ス
ン
ハ
不
可
有
者
也
父
母
ト
ナ
リ
玉
フ）

47
（

と
、
天
皇
を
国
民
の
家
父
長
と
し
て
位
置
づ
け
る
見
解
で
あ
る
。
こ
の
論
理
に
よ
っ

て
、
天
皇
に
仕
え
る
こ
と
を
勧
め
た
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
神
理
解
を
通
じ
て
、
直
接
的
な
相
関
関
係
を
持
た
な
か
っ
た
国
家

（
明
治
新
政
府
）
と
国
民
と
い
う
関
係
性
に
、
共
通
性
を
打
ち
出
す
よ
う
な
敬
神
論

へ
と
論
理
を
展
開
さ
せ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

　
　
　

三
、
国
家
と
国
民
の
繋
が
り

忍
成
は
国
家
と
国
民
の
繋
が
り
を
説
明
す
る
に
あ
た
っ
て
、
神
と
い
う
概
念
を
用

い
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
皇
国
ノ
祖
神
ヲ
敬
イ
国
家
ヲ
愛
護
ス
ル
事
ハ
皇
国
ノ
民

タ
ル
モ
ノ
ナ
ク
ン
ハ
有
ヘ
カ
ラ
サ
ル）

48
（

」
と
神
を
敬
っ
て
国
家
を
愛
護
す
る
こ
と
が

「
皇
国
の
民
」
の
資
質
で
あ
る
と
い
う
論
へ
と
展
開
さ
せ
て
い
る
。
そ
の
神
と
民
に

共
通
項
と
し
て
提
示
す
る
タ
ー
ム
が
、
先
祖
崇
拝
で
あ
る
。

先
祖
崇
拝
を
天
皇
崇
拝
へ
と
転
換
さ
せ
る
過
程
の
第
一
段
階
と
し
て
、
ま
ず
、

「
民
」
を
定
義
づ
け
る
こ
と
か
ら
は
じ
め
て
い
る
。

我
輩
モ
皇
国
モ
皇
国
ノ
民
ニ
シ
テ
神
孫
瓊
々
杵
尊
ノ
末
裔
ナ
ル
事
ナ
リ
ト
キ
ニ

天
下
ノ
人
民
ハ
ミ
ナ
天
照
大
神
ノ
血
統
ト
云
ニ
ハ
非
ス
今
日
天
下
ヲ
都
テ
収
メ
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玉
フ
天
王
ノ
民
ト
ナ
リ
タ
ル
モ
ノ
ナ
レ
ハ
天
祖
神
孫
ノ
末
裔
タ
ル
国
民
ソ
ト
云

心
ロ
ナ
リ）

49
（

と
、
ど
の
国
民
の
先
祖
を
辿
っ
て
も
天
照
大
神
に
繋
が
る
同
胞
で
あ
る
と
い
う
の
で

あ
る
。
ゆ
え
に
、
神
の
民
を
意
味
す
る
「
神
民）

50
（

」
と
い
う
概
念
を
国
民
に
冠
し
て
、

「
皇
国
ノ
神
民
カ
神
ヲ
敬
ハ
ス
シ
テ
ハ
子
ト
シ
テ
父
ニ
ツ
カ
ヘ
ス
臣
ト
シ
テ
君
ニ
ツ

カ
ヘ
サ
ル
カ
如
ク
ト
示
ス
心
ロ
ナ
リ）

51
（

」
と
、
親
子
の
関
係
を
国
と
の
関
係
に
置
き
換

え
て
説
明
し
て
い
る
。
先
祖
崇
拝
の
論
理
を
天
皇
崇
拝
へ
と
拡
大
的
に
解
釈
し
て
、

そ
の
始
祖
へ
と
繋
が
る
系
譜
そ
の
も
の
を
敬
う
こ
と
を
勧
め
る
愛
国
論
の
根
底
に

は
、

神
民
タ
ル
モ
ノ
大
君
ノ
祖
先
タ
ル
神
ヲ
敬
ス
ヘ
キ
義
ヲ
顕
ハ
ス）

52
（

と
、
天
皇
へ
の
忠
孝
と
、
先
祖
崇
拝
と
の
同
一
性
を
有
し
て
い
る
と
考
え
る
立
場
を

根
拠
に
置
い
て
い
る
。
天
照
大
神
へ
の
崇
敬
は
「
国
の
主
」
と
し
て
崇
め
る
皇
上
奉

戴
へ
と
つ
な
が
り
、
そ
れ
を
先
祖
崇
拝
と
同
一
化
さ
せ
る
事
が
国
を
愛
す
る
事
へ
転

換
し
て
ゆ
く
も
の
だ
と
説
明
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
先
祖
へ
の
崇
拝
と

皇
室
愛
護
は
同
質
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。

皇
国
ニ
生
ル
ル
モ
ノ
ト
何
レ
ノ
人
カ
祖
先
ノ
大
神
ヲ
教
ヒ
皇
家
ヲ
愛
護
ス
ル
心

ロ
ナ
シ
ト
云
ハ
ン
ヤ
若
シ
此
心
ロ
ナ
キ
ト
キ
ハ
君
父
ニ
モ
ト
ル
ヲ
乱
臣
賊
子
ノ

類
ニ
シ
テ
国
民
ト
ハ
申
シ
難
シ
尓
ハ
敬
神
愛
国
ノ
意
ナ
キ
モ
ノ
ハ
此
理
ヲ
思
ウ

テ
深
ク
慙
愧
ヲ
生
シ
テ
自
ラ
奮
発
シ
テ
敬
愛
ノ
心
ロ
ヲ
起
ス
ヘ
ナ
リ
ト
ナ
リ）

53
（

乱
臣
賊
子
と
は
、
君
主
に
反
乱
す
る
臣
下
の
事
で
あ
り
、
皇
室
（
皇
家
）
を
愛
護
し

な
い
者
を
「
国
民
と
は
申
し
難
き
」
と
、
い
わ
ば
「
非
国
民
」
と
扱
っ
て
い
る
。
そ

れ
ゆ
え
に
、
慙
愧
し
て
敬
愛
の
心
へ
と
転
じ
て
ゆ
く
こ
と
を
望
ん
で
い
る
の
で
あ

る
。
親
鸞
は
『
教
行
信
証
』
で
、「
慙
愧
あ
る
が
ゆ
え
に
、
す
な
わ
ち
よ
く
父
母
・

師
長
を
恭
敬
す）

54
（

」
と
引
い
て
い
る
が
、『
諸
宗
説
教
要
義
』
で
真
宗
は
そ
の
点
に
触

れ
て
い
な
い
。
忍
成
は
慙
愧
に
つ
い
て
触
れ
て
は
い
る
が
、
親
鸞
の
説
を
用
い
ず

に
、「
厳
粛
拝
跪
」
と
い
う
神
道
的
な
理
解
を
用
い
て
説
明
し
て
い
る
。

厳
粛
拝
跪
ト
ハ
是
畏
敬
ノ
義
ヲ
含
ミ
テ
示
ス
厳
ト
ハ
ヲ
ゴ
ソ
カ
也
ツ
ツ
シ
ム
ル

ナ
リ
粛
ハ
ツ
ツ
シ
ム
也
ヲ
ゴ
ソ
カ
也
二
字
全
ク
意
ハ
一
ツ
ナ
リ
神
前
ニ
拝
跪
ス

ル
ト
モ
心
ロ
ニ
実
ト
ナ
ケ
レ
ハ
虚
礼
ナ
リ
皇
国
ヲ
等
ト
ハ
誠
敬
ノ
義
ヲ
顕
ス
ナ

リ
国
家
ノ
勢
ヒ
ヲ
ハ
カ
リ
国
用
ヲ
海
外
ニ
フ
ル
ワ
サ
ン
ト
ス
ル
愛
護
ノ
念
ア
リ

テ
神
国
ノ
栄
ヲ
ナ
ス
ハ
コ
レ
誠
意
ヲ
以
テ
敬
神
ス
ル
ナ
リ）

55
（

神
の
前
に
跪
い
た
と
し
て
も
、
そ
の
心
に
実
が
な
け
れ
ば
虚
礼
で
あ
る
た
め
、
誠
意

を
持
っ
て
神
を
敬
う
こ
と
を
す
す
め
て
い
る
。
こ
の
、「
厳
粛
拝
跪
」
と
い
う
項
目

に
つ
い
て
は
、『
諸
宗
説
教
要
義
』
真
宗
説
の
中
に
、「
誠
ニ
神
を
敬
ス
ル
者
ハ
必
ス

能
ク
國
ヲ
愛
ス
、
誠
ニ
國
ヲ
愛
ス
ル
者
ハ
必
能
神
ヲ
敬
ス
、
厳
粛
拝
跪
ハ
威
儀
ヲ
以

テ
神
を
敬
ス
ル
ナ
リ）

56
（

」
と
あ
る
。
忍
成
は
こ
の
理
解
を
詳
し
く
説
明
し
て
い
る
の
で

あ
る
。

こ
う
し
た
「
敬
神
」
を
め
ぐ
る
議
論
は
三
条
教
則
の
一
項
目
の
「
敬
神
愛
国
」
の

解
説
で
あ
る
が
、
第
二
条
「
天
理
人
道
」
の
項
目
へ
と
展
開
し
て
ゆ
く
基
礎
的
な
要

素
と
し
て
提
示
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

天
理
人
道
等
ト
ハ
天
理
ハ
所
謂
天
道
自
然
条
理
ニ
シ
テ
人
ノ
ナ
ス
事）

57
（

と
、
先
の
「
敬
神
愛
国
」
の
項
目
で
は
主
に
神
の
概
念
を
説
い
て
き
た
が
、
打
っ
て
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変
わ
っ
て
人
間
を
課
題
の
俎
上
に
載
せ
て
、
神
や
天
皇
、
そ
れ
に
国
家
的
な
議
論

を
、
現
実
社
会
に
お
け
る
個
人
的
な
実
践
課
題
と
し
て
の
「
人
道
」
へ
と
下
ろ
し
て

き
て
い
る
の
で
あ
る
。

人
道
ト
ハ
君
臣
父
子
等
ト
五
倫
ノ
要
常
道
ナ
リ
人
天
地
間
ニ
自
ラ
天
理
ト
シ
テ

五
倫
ノ
常
道
具
シ
テ
君
ニ
事
ル
ニ
忠
ア
リ
父
ニ
事
フ
ル
ニ
孝
ア
リ
是
即
チ
天
然

自
然
ノ
固
有
ノ
理
ナ
リ）

58
（

儒
教
の
教
え
で
あ
る
「
五
倫
五
常
」
を
念
頭
に
置
い
た
道
徳
思
想
を
用
い
て
「
人

道
」
を
解
い
て
い
る
。
君
主
に
対
す
る
忠
義
と
父
親
に
対
す
る
孝
行
を
結
合
さ
せ
た

こ
の
「
忠
孝
論
」
を
、「
天
然
自
然
」
の
こ
と
で
あ
る
と
普
遍
性
を
強
調
す
る
一
方

で
、「
固
有
の
理
」
と
、
い
う
特
定
と
の
立
場
を
示
し
て
お
り
、
特
定
の
範
囲
内
で

し
か
適
応
さ
れ
な
い
と
す
る
論
理
は
、
一
見
し
て
矛
盾
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。

し
か
し
こ
の
主
張
は
特
異
な
考
え
方
で
は
な
く
、「
国
家
神
道
」
や
「
皇
道
」
と

い
っ
た
概
念
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
、
固
有
性
を
強
調
す
る
論
理
展
開
で
あ
る
。
つ
ま

り
、
君
（
天
皇
）
に
対
す
る
忠
孝
に
限
っ
て
は
、
日
本
の
固
有
性
と
し
て
表
象
す
る

「
天
然
自
然
」
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
様
な
儒
教
の
道
徳
観
を
具
え

て
い
な
い
者
を
戒
め
る
論
を
、
仏
説
を
用
い
な
が
ら
説
明
し
て
い
る
。
こ
こ
に
、
忍

成
の
仏
教
家
と
し
て
の
特
徴
が
現
れ
て
い
る
の
で
、
該
当
箇
所
を
引
用
し
て
お
き
た

い
。

人
ト
シ
テ
天
然
ト
具
ツ
テ
ア
ル
人
道
ヲ
失
フ
テ
、
君
父
ニ
暴
害
ス
ル
ハ
人
人
ナ

ラ
サ
ル
処
ナ
レ
ハ
、
大
経
ニ
ハ
天
地
ニ
暴
逆
シ
人
心
ニ
随
ハ
ズ
ト
説
キ
玉
フ
、

人
ト
シ
テ
人
ト
心
ロ
ナ
ラ
サ
ル
故
ニ
五
悪
ヲ
作
リ
テ
、
自
作
自
受
シ
テ
自
然
ニ

三
途
苦
悩
中
ニ
堕
ス
ル
、
是
以
テ
仏
ケ
人
心
ニ
随
ハ
シ
ム
ル
ヲ
急
務
ト
シ
テ
、

大
経
ニ
捨
悪
持
善
ヲ
念
頃
ニ
教
へ
玉
フ
、
光
明
大
師
モ
観
経
ノ
孝
養
父
母
ヲ
尺

ス
ル
下
ニ
、
五
倫
ノ
常
道
ニ
背
ク
モ
ノ
也
、
人
皮
ヲ
着
タ
ル
畜
生
ナ
リ
ト
ハ
ジ

シ
メ
テ
、
人
ノ
常
道
タ
ル
ヘ
キ
ヲ
教
へ
玉
フ
、
真
宗
ノ
僧
侶
タ
ル
モ
ノ
仏
祖
ノ

戒
キ
ヤ
ク
ト
云
ヒ
、
今
ノ
三
条
ト
云
ヒ
、
自
ラ
天
理
人
道
ヲ
ア
キ
ラ
メ
テ
、
人

ヲ
シ
テ
ア
キ
ラ
メ
ア
キ
ラ
カ
ナ
ラ
ス
ン
ハ
ア
ル
ヘ
カ
ラ
ス）
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自
然
に
具
わ
っ
て
い
る
は
ず
の
「
人
道
」
を
失
う
こ
と
は
、『
大
無
量
寿
経
』（
大

経
）
に
説
か
れ
る
「
違
逆
天
地
、
不
從
人
心
（
天
地
に
違
逆
し
て
人
の
心
に
従
わ

ず
）」
に
あ
た
る
こ
と
を
指
摘
し
た
上
で
、
五
悪
（
殺
生
，
偸
盗
，
邪
淫
，
妄
語
，

飲
酒
）
に
直
面
し
続
け
る
人
間
に
対
し
て
『
大
経
』
は
悪
を
捨
て
て
善
を
持
す
る

（
捨
悪
持
善
）
と
説
か
れ
て
い
る
こ
と
を
取
り
上
げ
て
い
る
。
そ
し
て
、
光
明
（
善

導
）
大
師
が
『
観
無
量
寿
経
』（
観
経
）
を
解
釈
し
て
孝
養
父
母
を
説
明
す
る
際
に

は
五
倫
五
常
を
用
い
た
と
、
仏
教
の
立
場
か
ら
「
五
倫
常
道
」
の
道
徳
を
肯
定
し
て

い
る
。
そ
の
事
を
大
前
提
に
置
い
て
、
仏
教
の
戒
律
や
三
条
教
則
を
通
じ
て
人
を
し

て
諦
め
顕
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
、「
講
究
調
査
」
に
訪
れ
た
真
宗
僧
侶
に

呼
び
か
け
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
教
示
は
、
心
の
あ
り
よ
う
の
み
を
対
象
に
し
て
い
る
の
で

は
な
く
、
社
会
と
の
向
き
合
い
方
に
ま
で
及
ん
で
い
る
。「
世
界
モ
移
リ
変
リ
世
ノ

風
俗
モ
変
化
シ
テ
今
日
ニ
繁
テ
ハ
万
国
交
際
ノ
時
ニ
至
ル）
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」
と
、
幕
開
け
し
た
新
し

い
時
代
の
状
況
を
把
ら
え
て
、「
天
理
ノ
凝
滞
ナ
キ
ヲ
知
ラ
ス
旧
執
ニ
ト
ト
コ
フ
リ

テ
動
ク
事
能
ハ
サ
ル
頑
固
ヨ
リ
生
ス
ル
処）
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」
と
、
古
い
考
え
に
と
ら
わ
れ
ず
に
行
動



真
宗
僧
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教
導
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養
成

四
七

す
る
事
を
求
め
て
い
る
。
そ
の
新
し
い
考
え
と
は
つ
ま
り
、「
各
々
自
ラ
勉
励
シ
テ

国
用
ヲ
タ
シ
人
才
ヲ
ミ
カ
ク
テ
ナ
ケ
ネ
バ
ナ
ラ
ヌ
是
ヲ
利
用
厚
生
ト
云
士
民
各
々
我

本
分
ノ
職
業
ヲ
守
リ
富
国
強
兵
ノ
バ
ニ
至
ラ
シ
ム
ル
カ
是
人
道
タ
ル
事
ヲ
知
ル
ト
ナ

リ）
62
（

」
と
あ
る
様
に
、
富
国
強
兵
の
実
現
と
い
う
明
治
国
家
の
政
策
実
現
に
向
け
て
、

そ
れ
ぞ
れ
の
職
域
に
お
い
て
国
家
奉
仕
に
励
む
こ
と
を
指
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ

し
て
、
そ
の
要
求
は
左
記
の
通
り
で
あ
る
。

今
時
ノ
僧
俗
タ
ル
モ
ノ
ハ
教
導
ヲ
以
テ
職
ト
ス
ル
身
ナ
レ
ハ
自
ラ
其
本
分
ヲ
尽

シ
テ
朝
旨
ノ
ア
ル
処
ヲ
知
リ
宗
意
ヲ
研
究
シ
テ
教
道
懃
説
ナ
ル
ヲ
以
テ
急
務
ト

ス
ヘ
キ
ナ
リ）
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と
、
即
ち
、
教
導
職
に
就
い
た
僧
侶
が
進
む
べ
き
道
は
、
国
家
（
朝
廷
）
の
意
を
汲

み
取
っ
た
真
宗
教
学
を
社
会
に
還
元
さ
せ
る
事
で
あ
る
と
諭
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　

お
わ
り
に

こ
こ
ま
で
見
て
き
た
『
聞
誌
』
に
説
か
れ
て
い
る
論
点
を
整
理
す
る
と
、
お
お
む

ね
三
つ
に
分
か
れ
る
。
①
真
宗
の
公
式
見
解
が
収
録
さ
れ
た
『
諸
宗
説
教
要
義
』
に

説
か
れ
て
い
る
論
を
ベ
ー
ス
に
し
た
が
、
日
本
神
話
や
神
道
的
な
議
論
を
受
け
入
れ

て
、
真
宗
教
学
で
そ
れ
を
補
っ
た
。
②
天
照
大
神
の
み
を
神
と
し
て
限
定
的
に
扱
う

説
を
提
示
し
た
。
③
家
庭
内
の
親
子
関
係
を
国
家
レ
ベ
ル
に
押
し
上
げ
る
関
係
性
を

提
示
し
た
、
と
い
う
三
点
で
あ
る
。

こ
の
三
つ
の
う
ち
、
①
は
教
導
職
の
「
講
究
検
査
」
と
い
う
性
質
上
、
当
然
と
も

言
う
べ
き
内
容
で
あ
る
。
た
だ
し
、
真
宗
の
公
式
見
解
に
加
え
て
、
自
ら
の
説
を
加

え
て
い
た
こ
と
は
、
大
教
院
や
真
宗
の
見
解
に
自
説
を
交
え
る
余
地
が
残
さ
れ
て
い

た
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
真
宗
の
公
式
見
解
で
神
と
仏
を
同
一
視
し
て
い

た
事
に
触
れ
な
か
っ
た
忍
成
に
よ
る
説
は
、
真
俗
二
諦
を
も
と
に
し
て
い
た
が
、
弥

陀
一
仏
の
立
場
を
堅
持
し
た
信
仰
の
表
象
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
②
の

特
徴
で
あ
る
神
や
天
皇
の
理
解
は
、
信
仰
上
の
問
題
に
通
ず
る
課
題
で
あ
る
。
そ
も

そ
も
、
三
条
教
則
は
「
国
家
神
道
」
の
範
疇
に
あ
る
が
、
国
家
へ
の
貢
献
を
決
定
づ

け
る
③
の
議
論
へ
と
繋
が
る
前
提
条
件
に
②
の
議
論
を
軸
に
置
い
て
い
る
点
が
『
聞

誌
』
の
骨
子
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
他
の
衍
義
本
に
は
見
ら
れ
な
い
神
へ
理
解
を
提

示
し
な
が
ら
国
家
と
国
民
と
を
直
線
的
に
結
び
つ
け
る
よ
う
な
論
理
を
提
供
し
た
。

そ
れ
は
、
教
導
職
の
使
命
が
、
天
皇
が
統
治
す
る
国
家
へ
の
忠
義
を
世
に
知
ら
し
め

る
こ
と
に
あ
る
と
、
直
接
的
に
説
こ
う
と
す
る
姿
勢
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

註

（
1
）　  

こ
の
他
に
、
羽
賀
祥
二
は
『
明
治
維
新
と
宗
教
』（
一
九
九
四
年
一
二
月
、
筑
摩

書
房
）
で
、
神
話
や
神
学
を
用
い
た
「
神
話
的
愛
国
論
」
と
、
こ
の
時
期
の
政

策
課
題
で
あ
る
富
国
強
兵
と
の
関
係
で
説
明
す
る
「
富
国
強
兵
愛
国
論
」
と
い

う
二
つ
の
傾
向
を
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
、
地
方
に
お
け
る
教
導
職
の
活
動
に

つ
い
て
は
、
田
川
幸
生
が
「
明
治
初
期
、
信
濃
国
長
野
・
筑
摩
両
県
の
教
導
職

活
動
―
活
動
状
況
・
教
諭
内
容
・
社
会
の
反
応
―
」（『
信
濃　

第
三
次
』
二
〇

〇
六
年
一
一
月
）
や
、
藤
井
貞
文
に
よ
る
「
島
根
県
下
に
於
け
る
教
導
職
の
活

動
」（『
神
道
学　

一
一
一
号
』
一
九
八
一
年
一
一
月
）、「
島
根
県
下
に
お
け
る



同
朋
大
学
佛
教
文
化
研
究
所
紀
要　

第
三
十
六
号

四
八

教
導
職
の
活
動
―
続
―
」（『
神
道
学　

一
一
二
号
』
一
九
八
二
年
二
月
）、
清
水

秀
明
に
よ
る
「
静
岡
・
浜
松
両
県
下
に
お
け
る
教
導
職
の
活
動
（
上
）」（『
神
道

学　

七
五
号
』
一
九
七
三
年
二
月
）、「
静
岡
・
浜
松
両
県
下
に
お
け
る
教
導
職

の
活
動
（
下
）」（『
神
道
学　

七
六
号
』
一
九
七
三
年
二
月
）
と
い
っ
た
論
考
が

あ
る
。

（
2
）　  『
聞
誌
』
は
、
縦
二
四
・
六
セ
ン
チ
、
横
一
七
・
三
セ
ン
チ
、
十
二
丁
か
ら
な
る

「
講
録
本
」
で
あ
る
。
引
用
に
あ
た
っ
て
は
、
各
丁
の
右
側
を
「
オ
」、
左
側
を

「
ウ
」
と
表
記
し
た
。
本
書
に
は
、
本
文
頭
に
「
権
中
講
義
闡
教
院
和
上
説
」
と

あ
る
だ
け
で
、蔵
書
印
や
講
演
日
時
な
ど
の
奥
書
が
無
い
。
本
書
の
前
所
有
者（
河

合
利
政
氏
）
が
、
真
宗
高
田
派
の
機
関
紙
で
あ
る
『
宗
報
』『
本
山
報
告
』
と
ワ

ン
セ
ッ
ト
で
入
手
し
て
い
る
。
宗
報
等
機
関
紙
に
は
「
蔵
書
印
」
や
、
寺
院
名

や
住
職
名
の
入
っ
た
領
収
書
な
ど
も
あ
っ
た
こ
と
事
か
ら
、
真
宗
高
田
派
常
念

寺
旧
蔵
書
と
断
定
し
た
。
本
文
に
「
昨
日
弁
ス
ル
通
リ
」
と
あ
り
、
日
程
が
二

日
間
に
亘
っ
た
こ
と
か
ら
も
内
容
的
に
矛
盾
は
見
ら
れ
な
い
。
こ
の
資
料
の
概

要
に
つ
い
て
は
二
〇
〇
四
年
十
月
六
日
の
「
同
朋
大
学
仏
教
学
会
例
会
」
で
発

表
し
た
。
な
お
、
翻
刻
し
た
も
の
を
本
文
末
に
掲
載
し
て
お
く
。

（
3
）　  『
真
宗
人
名
辞
典
』（
法
蔵
館
）
や
『
高
田
の
古
徳
』（
本
山
専
修
寺
）
の
松
山
忍

成
の
項
目
等
を
参
照
し
た
。

（
4
）　  

一
八
七
三
（
明
治
六
）
年
一
月
十
日
、
発
足
当
初
は
元
紀
州
藩
邸
に
設
置
さ
れ

た
が
、
同
年
六
月
九
日
に
増
上
寺
（
浄
土
宗
・
東
京
都
）
へ
と
移
転
し
た
。

（
5
）　  

そ
の
後
一
八
七
五
（
明
治
八
）
年
二
月
に
真
宗
四
派
が
大
教
院
か
ら
離
脱
し
、

一
八
七
六
（
明
治
九
）
年
三
月
、
基
本
的
な
規
則
で
あ
る
「
宗
規
綱
領
」
を
制

定
し
教
導
職
に
応
じ
た
袈
裟
制
服
や
教
導
職
の
等
級
を
堂
班
に
対
配
す
る
こ
と

を
決
め
た
。
真
宗
の
離
脱
後
、ほ
ど
な
く
し
て
同
年
五
月
に
大
教
院
が
解
散
し
た
。

一
八
七
六
（
明
治
九
）
年
一
二
月
一
六
日
、
教
導
職
試
補
以
上
に
限
っ
て
僧
尼

と
公
認
す
る
こ
と
が
太
政
官
よ
り
達
せ
ら
れ
、
教
導
職
制
度
の
強
化
が
試
み
ら

れ
た
が
形
式
的
に
存
続
す
る
に
留
ま
り
、
一
八
八
四
（
明
治
一
七
）
年
八
月
一

一
日
に
制
度
そ
の
も
の
が
廃
止
さ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
住
職
の
任
免
・
教

師
の
等
級
進
退
な
ど
は
宗
教
各
派
の
管
長
に
委
任
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
僧

侶
が
住
職
と
し
て
補
任
さ
れ
る
に
あ
た
っ
て
そ
の
資
質
を
兼
ね
備
え
て
い
る
こ

と
を
宗
門
が
担
保
す
る
為
に
採
用
し
て
い
る
の
が
教
師
資
格
で
あ
る
が
、
そ
の

原
点
を
辿
っ
て
ゆ
く
と
、
こ
の
教
導
職
制
度
に
突
き
あ
た
る
の
で
あ
る
。

（
6
）　
『
教
務
局
布
達
書
』（
光
明
寺
蔵
）

（
7
）　  

教
導
職
制
度
の
影
響
は
、
現
代
の
仏
教
各
派
が
住
職
と
し
て
の
資
格
を
宗
派
が

担
保
す
る
教
師
と
い
う
資
格
に
繋
が
っ
て
い
る
。
な
お
、
大
教
院
や
教
導
職
補

任
の
シ
ス
テ
ム
等
に
つ
い
て
は
、
小
川
原
正
道
著
『
大
教
院
の
研
究
―
明
治
初

期
宗
教
行
政
の
展
開
と
挫
折
―
』（
二
〇
〇
四
年
、
八
月
十
日
、
慶
應
義
塾
大
学

出
版
会
）
を
参
照
し
た
。

（
8
）　  

当
該
地
域
に
木
辺
派
所
属
寺
院
が
存
在
し
な
い
た
め
三
派
を
対
象
と
し
た
。

（
9
）　  

専
修
寺
で
は
一
六
六
六（
寛
文
六
）年
か
ら
安
居
が
始
ま
り
、一
七
九
六（
寛
政
八
）

年
に
「
勧
学
堂
」
と
し
て
学
寮
が
整
備
さ
れ
、
一
八
七
一
（
明
治
四
）
年
に
「
貫

練
場
」
と
改
称
さ
れ
た
。

（
10
）　  

小
妻
隆
文
著
『
尭
熈
上
人
行
実
』（
高
田
学
会
発
行
、
一
九
七
五
年
）
及
び
小
妻

隆
文
編
『
尭
熈
上
人
年
譜
』（
専
修
寺
発
行
、
一
九
六
九
年
）
な
ど
を
参
照
し
た
。

（
11
）　  『
教
務
局
布
達
書
』（
光
明
寺
蔵
）
と
、『
尭
凞
商
人
年
譜
』（
専
修
寺
発
行
、
一

九
六
九
年
四
月
一
〇
日
）
な
ど
を
も
と
に
、
原
資
料
が
明
ら
か
に
誤
字
と
判
断

で
き
る
も
の
に
つ
い
て
は
修
正
を
加
え
た
。
九
月
一
一
日
の
浄
顕
寺
は
半
田
市

（
大
谷
派
）
と
思
わ
れ
る
。
浄
光
寺
は
特
定
に
至
ら
な
か
っ
た
た
め
『
尭
凞
商
人

年
譜
』
の
表
記
を
そ
の
ま
ま
用
い
た
。
な
お
、こ
の
巡
化
期
間
中
の
七
月
一
五
日
、

伊
勢
神
宮
祭
主
だ
っ
た
近
衛
忠
房
が
死
去
し
た
こ
と
を
受
け
て
尭
凞
は
帰
山
し

た
た
め
一
ヶ
月
ほ
ど
日
程
が
変
更
さ
れ
て
い
る
。
尭
凞
は
近
衛
忠
凞
の
第
七
子

（
後
に
有
栖
川
幟
仁
の
「
御
実
子
」）
で
あ
る
た
め
、
忠
房
は
実
の
兄
弟
で
あ
る
。

（
12
）　  

前
掲
、
清
水
秀
明
著
「
静
岡
・
浜
松
両
県
下
に
お
け
る
教
導
職
の
活
動
（
上
）」

の
研
究
に
よ
る
。

（
13
）　  

三
宅
守
常
著
『
三
条
教
則
と
教
育
勅
語
』（
二
〇
一
五
年
六
月
三
〇
日
、
弘
文
堂
）

七
八
頁
。

（
14
）　

前
掲
『
聞
誌
』
一
二
丁
オ
。

（
15
）　
『
教
務
局
布
達
書
』（
光
明
寺
蔵
）
に
よ
る
。

（
16
）　

前
掲
『
教
務
局
布
達
書
』
に
よ
る
。

（
17
）　

前
掲
『
聞
誌
』
一
丁
オ
。

（
18
）　

前
掲
『
聞
誌
』
一
丁
オ
。

（
19
）　

前
掲
『
聞
誌
』
一
丁
ウ
。
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四
九

（
20
）　

同
前
。

（
21
）　

前
掲
『
聞
誌
』
二
丁
オ
。

（
22
）　  『
三
条
教
則
衍
義
書
資
料
集
上
巻
』（
三
宅
守
常
編
、
明
治
聖
徳
記
念
学
会
、
二

〇
〇
七
年
七
月
三
〇
日
）
一
〇
八
頁
。

（
23
）　

前
掲
『
三
条
教
則
衍
義
書
資
料
集
上
巻
』
一
〇
八
頁
。

（
24
）　

前
掲
『
三
条
教
則
衍
義
書
資
料
集
上
巻
』
一
三
五
頁
。

（
25
）　  『
明
治
仏
教
思
想
資
料
集
成
第
二
巻
』（
明
治
仏
教
思
想
資
料
集
成
編
集
委
員
会

編
、
一
九
八
〇
年
六
月
一
〇
日
、
同
朋
舎
出
版
）
四
三
二
頁
。

（
26
）　  『
三
条
教
則
衍
義
書
資
料
集
下
巻
』（
三
宅
守
常
編
、
明
治
聖
徳
記
念
学
会
、
二

〇
〇
七
年
七
月
三
〇
日
）
一
〇
八
六
頁
。

（
27
）　

前
掲
『
明
治
仏
教
思
想
資
料
集
成
第
二
巻
』
二
五
四
頁
。

（
28
）　

同
前
。

（
29
）　

前
掲
『
明
治
仏
教
思
想
資
料
集
成
第
二
巻
』
二
五
六
頁
。

（
30
）　

前
掲
『
明
治
仏
教
思
想
資
料
集
成
第
二
巻
』
二
五
九
頁
。

（
31
）　

前
掲
『
明
治
仏
教
思
想
資
料
集
成
第
二
巻
』
二
六
一
頁
。

（
32
）　

前
掲
『
明
治
仏
教
思
想
資
料
集
成
第
二
巻
』
二
六
三
〜
二
六
四
頁
。

（
33
）　  

前
掲
『
明
治
仏
教
思
想
資
料
集
成
第
二
巻
』
二
六
二
頁
。

（
34
）　

前
掲
『
聞
誌
』
二
丁
オ
。

（
35
）　  『
真
宗
聖
典
』（
真
宗
大
谷
派
宗
務
所
出
版
部
、
二
〇
一
三
年
二
月
二
八
日
）
四

五
頁
。

（
36
）　  

田
中
頼
庸
が
『
三
条
演
義
』
で
、「
此
世
界
の
最
初
は
皇
祖
三
神
無
始
よ
り
天
地

造
化
の
本
祖
と
し
て
、
世
界
を
鎔
造
し
、
神
聖
を
化
生
し
」
と
用
い
た
例
も
見

ら
れ
る
。
こ
の
理
解
に
つ
い
て
は
、
本
文
（
註
42
）
で
引
用
し
た
が
、
戸
浪
裕

之
「
田
中
頼
庸
の
神
道
観
―
『
三
条
演
義
』（
河
野
博
士
記
念
室
所
蔵
）
を
中

心
に
―
」（『
國
學
院
大
學
伝
統
文
化
リ
サ
ー
チ
セ
ン
タ
ー
研
究
紀
要　

第
一
号
』

二
〇
〇
九
年
、
所
収
）
や
、
徳
重
浅
吉
著
『
維
新
政
治
宗
教
史
の
研
究
』（
目
黒

書
店
、
一
九
三
五
年
）
な
ど
で
彼
の
「
造
化
説
」
に
対
し
て
神
道
的
な
議
論
が

起
こ
り
、
再
版
に
あ
た
っ
て
該
当
箇
所
を
削
除
し
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て

お
り
、
神
道
家
の
議
論
は
重
要
な
視
点
の
一
つ
で
あ
る
も
の
の
、
本
論
文
は
化

生
の
概
念
を
論
じ
る
こ
と
を
目
的
に
置
い
て
い
な
い
た
め
、
仏
教
用
語
に
限
定

し
た
ア
プ
ロ
ー
チ
を
し
た
。

（
37
）　

前
掲
『
真
宗
聖
典
』
三
〇
三
頁
。

（
38
）　

前
掲
『
真
宗
聖
典
』
五
〇
四
頁
。

（
39
）　  

そ
の
他
に
、
存
覚
の
『
浄
土
真
要
鈔
』
に
「
あ
き
ら
か
に
仏
智
を
信
ず
る
も
の

は
化
生
し
」
と
あ
る
。
前
掲
『
真
宗
聖
典
』
七
一
九
頁
。

（
40
）　  『
真
宗
新
辞
典
』（
真
宗
新
辞
典
編
纂
会
編
集
、
一
九
八
三
年
九
月
一
〇
日
、
法

藏
館
）
や
、『
浄
土
真
宗
辞
典
』（
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
総
合
研
究
所
編
纂
、
二

〇
一
三
年
三
月
一
日
、
本
願
寺
出
版
社
）
の
化
生
の
項
目
に
よ
る
。

（
41
）　  『
宗
教
と
国
家
』（
日
本
思
想
大
系
五
巻
、一
九
八
八
年
九
月
二
二
日
、岩
波
書
店
）

二
二
七
頁
。

（
42
）　

前
掲
『
聞
誌
』
二
丁
オ
。

（
43
）　

前
掲
『
三
条
教
則
衍
義
書
資
料
集
上
巻
』
一
三
六
頁
。

（
44
）　

前
掲
『
聞
誌
』
一
〇
丁
ウ
。

（
45
）　

同
前
。

（
46
）　

同
前
。

（
47
）　

前
掲
『
聞
誌
』
一
〇
丁
ウ
〜
一
一
丁
オ
。

（
48
）　

前
掲
『
聞
誌
』
一
丁
オ
。

（
49
）　

前
掲
『
聞
誌
』
二
丁
ウ
。

（
50
）　  

神
民
と
い
う
漢
字
の
充
て
方
や
、
天
皇
と
天
王
と
を
使
い
分
け
な
が
ら
記
述
さ

れ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
速
記
さ
れ
た
メ
モ
書
き
の
部
類
で
は
な
く
、
清

書
さ
れ
た
講
録
本
で
あ
る
こ
と
が
窺
え
る
。

（
51
）　

前
掲
『
聞
誌
』
二
丁
ウ
。

（
52
）　

前
掲
『
聞
誌
』
三
丁
オ
。

（
53
）　

前
掲
『
聞
誌
』
三
丁
ウ
。

（
54
）　

前
掲
『
真
宗
聖
典
』
二
五
八
頁
。

（
55
）　

前
掲
『
聞
誌
』
四
丁
オ
。

（
56
）　

前
掲
『
明
治
仏
教
思
想
資
料
集
成
第
二
巻
』
二
六
二
頁
。

（
57
）　

前
掲
『
聞
誌
』
五
丁
オ
。

（
58
）　

前
掲
『
聞
誌
』
五
丁
オ
〜
ウ
。

（
59
）　

前
掲
『
聞
誌
』
六
丁
オ
〜
ウ
。
通
読
を
考
慮
し
句
読
点
を
付
し
た
。

（
60
）　

前
掲
『
聞
誌
』
八
丁
オ
。

（
61
）　

前
掲
『
聞
誌
』
七
丁
オ
。
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朋
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学
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六
号

五
〇

（
62
）　

前
掲
『
聞
誌
』
八
丁
ウ
。

（
63
）　

前
掲
『
聞
誌
』
九
丁
オ
。

教
則
三
条
聞
誌
〔
表
紙
〕

三
條
御
教
則
聞
誌

権
中
講
義
闡
教
院
和
上
説

　
　
　

第
一
條

敬
神
愛
国
ノ
旨
ヲ
体
ス
ヘ
キ
事

敬
神
ト
ハ
敬
神
ハ
誠
敬
ノ
義
ア
リ
畏
敬
ノ
義
ア
リ
神
ハ
皇
国
ノ

始
祖
ヲ
指
ス
言
ニ
シ
テ
天
照
大
神
ヲ
云
ナ
リ
愛
ハ
愛
護
ノ
義
ナ
リ

皇
国
ノ
祖
神
ヲ
敬
イ
国
家
ヲ
愛
護
ス
ル
事
ハ
皇
国
ノ
民
タ
ル

モ
ノ
ナ
ク
ン
ハ
有
ヘ
カ
ラ
サ
ル
故
に
始
ニ
此
一
条
ヲ
挙
玉
フ
旨
ト
ハ
コ
コ
ロ
ト

訓
シ
ウ
マ
シ
ト
訓
ス
ル
字
ニ
テ
敬
神
愛
国
ノ
味
イ
ヲ
ヨ
ク
ヨ
ク
知
ル
ヘ
シ

ト
ナ
リ
体
ハ
体
認
又
体
達
々
知
ト
熟
ス
ル
字
ニ
テ
体
ノ
字
ニ
サ

ト
ル
ト
云
訓
ア
リ
我
身
ニ
ヨ
ク
ヨ
ク
徹
シ
テ
知
ラ
ル
ル
ヲ
云
ナ
リ
荀
モ

皇
国
ニ
生
ス
ル
者
ハ
神
ヲ
敬
ヒ
国
ヲ
愛
ス
ル
ノ
心
ロ
ナ
キ
ニ
ア
ラ
ネ

ト
モ
其
味
ヒ
ヲ
我
身
ニ
知
ラ
サ
ル
故
ニ
或
ハ
異
神
ニ
仕
へ
或
ハ
遊
堕

ニ
シ
テ
国
家
ヲ
保
護
ス
ル
事
能
ワ
サ
ル
ニ
似
タ
ル
故
ニ
念
頃
ニ
旨
ヲ

体
ス
へ
キ
ト
ノ
玉
フ
天
祖
開
国
ハ
天
御
中
主
尊
ヲ
始
ト
シ
テ
天

祖
ト
訓
ス
ル
事
ア
レ
ト
モ
今
ハ
開
国
ノ
天
祖
ナ
レ
ハ
天
照
大
御
神
ヲ
指
ス
ナ
リ

諾
冊
二
尊
ハ
ア
メ
ノ
ス
ボ
コ
ヲ
以
テ
国
ヲ
カ
タ
メ
玉
フ
故
ニ
開
国
ノ
功
ハ
此

ノ
二
尊
ニ
ア
ル
ヘ
シ
尓
ル
ニ
今
大
神
ノ
開
国
ト
ス
ル
ハ
云
何
ト
申
ス
ニ
国
ヲ

作
リ
玉
フ
ハ
二
尊
ニ
ア
レ
ト
モ
皇
統
ヲ
開
キ
玉
フ
天
照
大
神
ニ
ア
ル
故
ニ

功
ヲ
天
照
大
神
ニ
ユ
ツ
リ
テ
天
祖
開
国
ト
云
今
日
ニ
至
リ
テ
神
統
相
承

シ
テ
国
ヲ
収
メ
玉
ヘ
ハ
今
上
天
王
ヨ
リ
其
モ
ト
ヘ
立
モ
ト
リ
テ
天
照
大
神

ヲ
開
国
ノ
祖
神
ト
ス
ル
也
其
事
ハ
古
事
記
等
ニ
出
タ
ル
事
ニ
テ
神
孫

瓊
々
杵
尊
ニ
詔
シ
テ
豊
葦
原
ノ
瑞
穂
ノ
国
ハ
我
子
孫
ノ
君

タ
ル
ヘ
キ
地
ナ
リ
尓ナン
テ行

ヒ
テ
治シ
ロ
シ
メ

ス
ベ
シ
宝
祚
ノ
栄
天
壌
ナ
カ
ル
ヘ
シ

ト
告
ケ
玉
フ
此
ノ
詔
ニ
違
ハ
ス
今
上
天
皇
ニ
至
ル
迄
大
神
ノ
子
孫

相
続
テ
国
ヲ
収
メ
玉
フ
万
代
无
窮
ノ
モ
ト
ヲ
開
キ
玉
フ
故
ニ
天
祖
開

国
ト
云
ナ
リ
神
孫
相
承
ト
ハ
瓊
々
杵
尊
大
神
ノ
命
ヲ
受
テ
日
向

ノ
国
へ
天
下
リ
国
ヲ
収
メ
玉
フ
故
ニ
相
承
ト
云
皇
統
一
系
ト
ハ
此
神
孫
ヨ
リ

火
々
出
見
尊
𩿎
茅
葺
不
合
二
尊
神
武
天
皇
ヨ
リ
今
日
マ
テ

大
神
ノ
血
筋
ヲ
以
テ
国
ヲ
収
メ
玉
リ
皇
統
一
系
ハ
ツ
グ
ト
訓
ス
ス
ブ
ル
ト

訓
シ
テ
大
神
ヨ
リ
今
日
迄
ア
ヒ
ツ
ヒ
テ
天
下
ヲ
ス
ベ
テ
収
メ
玉
フ
ト
云
コ
ト

大
神
ノ
告
ノ
如
ク
天
壌
ト
ト
モ
ニ
窮
リ
ナ
ク
昔
シ
ヨ
リ
今
ニ
至
ル
マ
テ

兆
民
ヲ
造
化
シ
生
成
シ
玉
フ
ト
ア
リ
尓
レ
ハ
今
日
ノ
我
輩
モ
皇
国
モ

一丁オ

二丁オ

一丁ウ
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皇
国
ノ
民
ニ
シ
テ
神
孫
瓊
々
杵
尊
ノ
末
裔
ナ
ル
事
ナ
リ
ト
キ
ニ
天

下
ノ
人
民
ハ
ミ
ナ
天
照
大
神
ノ
血
統
ト
云
ニ
ハ
非
ス
今
日
天
下
ヲ
都
テ

収
メ
玉
フ
天
王
ノ
民
ト
ナ
リ
タ
ル
モ
ノ
ナ
レ
ハ
天
祖
神
孫
ノ
末
裔
タ
ル
国

民
ソ
ト
云
心
ロ
ナ
リ
然
ル
ニ
ト
云
ヨ
リ
下
ハ
敬
神
ノ
旨
ヲ
体
認
セ
サ
ル
天
ヲ

挙
テ
遂
ニ
体
ス
ヘ
キ
云
へ
一
心
ヲ
示
ス
ナ
リ
其
子
孫
等
ト
ハ
何
レ
ノ
家
ニ
テ

モ
子
孫
タ
ル
モ
ノ
ガ
父
兄
ニ
ソ
ム
キ
臣
タ
ル
モ
ノ
カ
君
ニ
モ
ト
ル
ト
キ
ニ
ハ
乱
臣

賊
子
ノ
名
ヲ
受
テ
教
法
ノ
収
メ
サ
ル
身
ト
ナ
ル
ト
云
義
ヲ
示
シ
テ
是
ニ
例
シ
テ

皇
国
ノ
神
民
カ
神
ヲ
敬
ハ
ス
シ
テ
ハ
子
ト
シ
テ
父
ニ
ツ
カ
ヘ
ス
臣
ト
シ
テ
君
ニ

ツ
カ
ヘ
サ
ル
カ
如
ク
ト
示
ス
心
ロ
ナ
リ
孝
友
ト
ハ
上
ノ
父
兄
ニ
ツ
カ
ヘ
ル
事

ニ
テ
孝
ノ
字
ハ
元
来
老
ノ
字
ト
子
ノ
字
ト
ヲ
合
シ
タ
ル
字
ナ
リ

老
タ
ル
親
ヲ
敬
ヒ
事
フ
ル
相
ヲ
顕
ス
文
字
ソ
ト
説
文
ノ
中
ニ
ハ
解

シ
テ
ア
リ
併
シ
親
ニ
ツ
カ
ヘ
ル
計
リ
カ
孝
ト
云
ニ
ハ
非
ス
君
臣
父
子

ホ
ト
ノ
大
倫
ニ
ソ
ム
カ
ス
道
ニ
随
ウ
場
ヲ
ス
ヘ
テ
孝
ト
云
故
ニ
大
学
ノ

中
ニ
ハ
孝
ハ
君
ニ
ツ
コ
フ
マ
ツ
ル
云
へ
一
心
ナ
リ
ト
イ
ヘ
リ
今
ハ
父
ニ
孝
ヲ
ナ
ス

ニ
ヨ
セ
テ
神
民
タ
ル
モ
ノ
大
君
ノ
祖
先
タ
ル
神
ヲ
敬
ス
ヘ
キ
義
ヲ
顕
ハ
ス

ナ
リ
友
ト
ハ
人
ト
相
交
ル
ヲ
友
ト
云
兄
弟
ニ
ヨ
キ
ヲ
友
ト
モ
名
ク
此
事
ハ
字

彙
ニ
二
義
并
へ
出
シ
テ
ア
リ
今
ハ
弟
タ
ル
モ
ノ
兄
ニ
ツ
コ
フ
マ
ツ
ル
辺
ニ
約

シ
テ
友
ト
名
ク
子
ト
シ
テ
父
ニ
ソ
ム
キ
弟
ト
シ
テ
兄
ニ
ヨ
カ
ラ
ザ
レ
バ
コ
レ
ヲ

賊
子
ト
云
臣
ハ
君
ニ
対
ス
レ
ハ
イ
ヤ
シ
キ
モ
ノ
故
ニ
僕
ト
云
君
ハ
勝
レ
テ

上
ニ
ア
ル
故
ニ
長
ト
云
悖
戻
ト
ハ
悖
ハ
サ
コ
フ
ト
訓
ナ
リ
ミ
タ
ル
ト
訓
ス

戻
ト
モ
ト
ル
ト
訓
ス
君
ノ
心
ロ
ニ
サ
コ
フ
故
ニ
其
サ
マ
狂
人
ノ
如
ク
ナ
ル
故
乱

臣
ト
変
ス
ル
ナ
リ
人
ト
生
レ
テ
君
父
ニ
モ
ト
ル
モ
ノ
ハ
神
ト
云
ヒ
仏
ト
云
ヒ

何
レ
ノ
教
法
ニ
於
テ
モ
イ
ミ
嫌
ヒ
筈
ニ
シ
テ
収
サ
ル
モ
ノ
ト
ナ
リ
荀
モ
ホ
ト

ハ
カ
リ
ソ
メ
ニ
モ
皇
国
ニ
生
ル
ル
モ
ノ
ト
何
レ
ノ
人
カ
祖
先
ノ
大
神
ヲ
教
ヒ

皇
家
ヲ
愛
護
ス
ル
心
ロ
ナ
シ
ト
云
ハ
ン
ヤ
若
シ
此
心
ロ
ナ
キ
ト
キ
ハ
君

父
ニ
モ
ト
ル
ヲ
乱
臣
賊
子
ノ
類
ニ
シ
テ
国
民
ト
ハ
申
シ
難
シ
尓
ハ
敬
神
愛

国
ノ
意
ナ
キ
モ
ノ
ハ
此
理
ヲ
思
ウ
テ
深
ク
慙
愧
ヲ
生
シ
テ
自
ラ
奮
発

シ
テ
敬
愛
ノ
心
ロ
ヲ
起
ス
ヘ
ナ
リ
ト
ナ
リ
夫
誠
ニ
等
ト
ハ
ヨ
ク
下
正
シ
ク

敬
神
愛
国
ノ
相
ヲ
示
ス
誠
ニ
等
ト
ハ
誠
敬
ノ
義
ヲ
挙
ル
ナ
リ
マ
コ
ト
ト
ハ

真
実
无
妄
ノ
義
ニ
シ
テ
マ
コ
ト
ト
云
モ
ノ
ハ
元
来
天
理
ト
シ
テ
備
ル
モ

ノ
ナ
レ
ト
モ
未
タ
真
実
ノ
場
ニ
至
ル
事
能
ハ
ス
シ
テ
道
ニ
ソ
ム
ク
モ
ノ
ア
リ

故
ニ
是
ヲ
実
ト
ニ
ス
ル
ト
云
場
カ
人
ノ
道
ニ
シ
テ
教
ト
云
愛
ト
云
モ
コ
ノ

誠
ヲ
離
レ
テ
ハ
実
地
ニ
至
ル
事
ア
タ
ワ
ス
故
ニ
誠
敬
ノ
義
ヲ
先
キ
ニ
挙

厳
粛
拝
跪
ト
ハ
是
畏
敬
ノ
義
ヲ
含
ミ
テ
示
ス
厳
ト
ハ
ヲ
ゴ
ソ
カ
也

ツ
ツ
シ
ム
ル
ナ
リ
粛
ハ
ツ
ツ
シ
ム
也
ヲ
ゴ
ソ
カ
也
二
字
全
ク
意
ハ
一
ツ
ナ
リ

神
前
ニ
拝
跪
ス
ル
ト
モ
心
ロ
ニ
実
ト
ナ
ケ
レ
ハ
虚
礼
ナ
リ
皇
国
ヲ
等
ト
ハ

三丁オ 二丁ウ

三丁ウ



同
朋
大
学
佛
教
文
化
研
究
所
紀
要　

第
三
十
六
号

五
二

誠
敬
ノ
義
ヲ
顕
ス
ナ
リ
国
家
ノ
勢
ヒ
ヲ
ハ
カ
リ
国
用
ヲ
海
外
ニ
フ
ル
ワ
サ
ン
ト

ス
ル
愛
護
ノ
念
ア
リ
テ
神
国
ノ
栄
ヲ
ナ
ス
ハ
コ
レ
誠
意
ヲ
以
テ
敬
神

ス
ル
ナ
リ
誠
意
ト
ハ
意
ノ
字
ハ
心
ロ
ノ
字
ト
ハ
違
ウ
テ
心
ロ
ノ
発
動
シ
タ
ル

場
ヲ
意
ト
云
尓
者
誠
意
ハ
コ
コ
ロ
ハ
セ
ヲ
実
ニ
ス
ル
ノ
義
ト
シ
テ
大

学
ニ
其
意
ヲ
誠
ニ
ス
ル
モ
ノ
ハ
自
ラ
ア
サ
ム
ク
事
ナ
カ
レ
ト
云
自
ラ
ア
サ
ム

ク
ト
ハ
善
ハ
ナ
ス
ヘ
キ
事
悪
ハ
ス
ツ
へ
キ
事
ト
知
リ
乍
ラ
悪
ヲ
ス
テ
サ
ル
ハ

自
ラ
欺
ク
ナ
リ
神
ハ
敬
ス
ヘ
キ
事
国
ハ
愛
ス
ヘ
キ
事
ト
知
リ
乍
ラ
其
場

ニ
至
ラ
サ
ル
カ
自
ラ
欺
ク
ナ
リ
ト
云
心
ロ
故
ニ
心
ロ
ノ
発
ス
ル
処
ロ
末
タ
実

ナ
ラ
サ
ル
ヲ
戒
メ
テ
真
実
无
妄
ノ
場
ニ
至
ラ
シ
ム
ル
ヲ
意
ヲ
誠
ニ
ス
ト
云

ナ
リ
其
誠
意
ヲ
以
テ
欺
ク
事
ナ
ク
敬
神
ス
ヘ
シ
ト
ナ
リ
此
誠
意
ヲ
以
テ

敬
神
ス
ル
カ
根
モ
ト
ナ
リ
テ
拝
跪
ハ
始
末
ナ
リ
本
乱
レ
テ
末
収
リ
ナ
キ

如
ク
一
本
ノ
木
モ
根
本
ア
ル
故
ニ
多
ク
ノ
枝
葉
ノ
末
迄
養
育
ス
ル
誠
意

ノ
本
ア
レ
ハ
神
ニ
向
ツ
テ
ハ
相
タ
ノ
上
ノ
拝
ア
リ
誠
意
ア
レ
ハ
遊
墮
ニ
日
ヲ
送

ル
ノ
義
ナ
ケ
ネ
ハ
各
勉
励
シ
テ
国
家
ヲ
ヨ
ク
タ
モ
ツ
愛
護
ノ
働
キ
ア
リ
内

物
産
ヲ
殖
シ
ト
ハ
外
国
ニ
対
シ
テ
皇
国
ヲ
内
ト
云
殖
ハ
ウ
ユ
ル
ナ
リ
産
物
ヲ

タ
ク
ハ
ヘ
テ
国
家
ノ
用
ヲ
具
ヘ
人
才
ヲ
研
イ
テ
国
用
ニ
備
フ
各
其
職
ニ

依
テ
愛
国
ノ
働
キ
ア
ル
ヘ
シ
今
且
ク
能
所
ニ
ヨ
セ
テ
物
産
ヲ
殖
シ
ト
云

対
峙
ト
ハ
山
ノ
屹
立
ス
ル
相
タ
ニ
テ
平
地
ヨ
リ
遥
ニ
ソ
ハ
ダ
ツ
タ
ル
場
ヲ
云

此
敬
神
愛
国
ノ
旨
趣
ヲ
ヨ
ク
ヨ
ク
体
認
セ
ハ
誠
意
ヲ
以
テ
国
家
ヲ

保
護
シ
其
ノ
愛
国
ノ
情
ヨ
リ
遊
堕
ヲ
励
シ
テ
学
業
勉
励
シ
テ

頑
愚
ノ
情
ヲ
去
リ
知
識
ヲ
開
キ
テ
多
ク
ノ
人
才
ヲ
育
シ
国
用
都

テ
足
ス
ル
ニ
至
ラ
ハ
万
国
ト
カ
タ
ヲ
ナ
ラ
フ
ト
山
ノ
平
地
ヨ
リ
ソ
バ
タ
ツ
如
ク

皇
国
ノ
勝
レ
タ
ル
ニ
至
ル
ノ
本
ヲ
立
ル
ヲ
今
此
敬
神
愛
国
ト
ス
ル

ゾ
ト
ナ
リ

　
　

第
二
條

天
理
人
道
ヲ
明
ニ
ス
ヘ
キ
事

天
理
人
道
等
ト
ハ
天
理
ハ
所
謂
天
道
自
然
條
理
ニ
シ
テ
人
ノ
ナ
ス
事

ノ
事
シ
テ
自
ラ
尓
ラ
シ
ム
ル
事
ア
ル
ヲ
云
ナ
リ
併
シ
天
ト
云
テ
別
ニ
一
物
ト

シ
テ
主
宰
ノ
ア
ル
ニ
ア
ラ
ス
仏
家
テ
コ
レ
ヲ
談
ス
レ
ハ
業
道
ノ
自
然

人
道
ト
ハ
君
臣
父
子
等
ト
五
倫
ノ
要
常
道
ナ
リ
人
天
地
間
ニ

生
レ
テ
自
ラ
天
理
ト
シ
テ
五
倫
ノ
常
道
具
シ
テ
君
ニ
事
ル
ニ
忠
ア
リ

父
ニ
事
フ
ル
ニ
考
ア
リ
是
即
チ
天
然
自
然
ノ
固
有
ノ
理
ナ
リ
尓
ル
ニ
人

其
天
理
ニ
晴
ク
シ
テ
自
ラ
五
倫
ノ
常
道
ニ
背
イ
テ
君
ニ
事
フ
ル
ニ

不
忠
シ
父
ニ
事
フ
ル
ニ
不
孝
ア
ル
事
皆
是
天
理
人
道
ノ
晴
キ
カ

イ
タ
ス
処
ナ
リ
故
ニ
第
二
條
ニ
於
テ
天
理
人
道
ヲ
明
ニ
ス
へ
シ
ト
教
則

ヲ
立
玉
フ
中
庸
ニ
君
臣
父
子
夫
婦
毘
弟
明
友
ノ
交
リ
ノ
五

ツ
ヲ
天
下
ノ
達
道
ト
定
メ
是
ヲ
行
フ
ニ
付
テ
知
仁
勇
ノ
三
ノ
達

徳
ヲ
明
云
知
仁
勇
ト
ハ
外
ナ
ラ
ヌ
此
五
倫
ヲ
知
ル
ヲ
知
ト
云
是
ヲ

四丁ウ

五丁ウ

四丁オ

五丁オ



真
宗
僧
侶
の
教
導
職
養
成

五
三

我
身
ニ
体
認
ス
ル
ヲ
仁
ノ
徳
ト
云
此
五
ツ
ノ
達
道
ヲ
ツ
ヨ
ク
勧
ル
ヲ

以
勇
ト
ス
ル
ナ
リ
此
五
倫
ト
三
徳
ト
ハ
人
タ
ル
モ
ノ
ミ
ナ
ウ
ヘ
キ
道
ナ
リ

尓
レ
ト
モ
人
欲
ノ
私
ニ
ヘ
タ
テ
ラ
レ
テ
達
道
達
徳
ヲ
ウ
ル
事
ア
タ
ハ
ス

是
ヲ
ウ
ル
ニ
ハ
誠
ノ
一
ツ
ヲ
ウ
ル
ニ
非
サ
レ
ハ
得
サ
ル
ナ
リ
故
ニ
中
庸
ニ
ハ
是
ヲ

行
フ
モ
ノ
一
ツ
ナ
リ
ト
云
ヘ
リ
一
ツ
ト
ハ
実
ヲ
云
此
誠
モ
又
人
ノ
上
ニ
天
然
ト
具

ル
モ
ノ
ナ
レ
ハ
実
ト
ハ
天
ノ
道
ナ
リ
ト
云
尓
レ
ト
モ
其
実
ト
ヲ
人
欲
ニ
掩
ハ
レ

テ
顕
ハ
ス
事
能
ハ
サ
ル
故
ニ
是
ヲ
実
ニ
ス
ル
動
キ
カ
旡
ク
テ
ハ
ナ
ラ
ヌ
ソ
レ

是
ヲ
実
ニ
ス
ル
ト
云
カ
人
道
ナ
リ
未
タ
涅
槃
ナ
ラ
サ
ル
事
能
ハ
サ
ル
モ
ノ
モ

真
実
不
妄
ノ
場
ニ
至
ラ
ン
ト
欲
ス
奮
発
ノ
心
ロ
ヨ
ク
実
ト
ヲ
ナ
ス

ニ
至
レ
ハ
則
チ
明
ニ
ス
ト
云
処
ナ
リ
中
庸
ニ
実
ト
ナ
レ
ハ
則
チ
明
也
ト
云
人
ト

シ
テ
天
然
ト
具
ツ
テ
ア
ル
人
道
ヲ
失
フ
テ
君
父
ニ
暴
害
ス
ル
ハ
人

人
ナ
ラ
サ
ル
処
ナ
レ
ハ
大
経
ニ
ハ
天
地
ニ
暴
逆
シ
人
心
ニ
随
ハ
ズ
ト
説
キ

玉
フ
人
ト
シ
テ
人
ト
心
ロ
ナ
ラ
サ
ル
故
ニ
五
悪
ヲ
作
リ
テ
自
作
自
受
シ
テ

自
然
ニ
三
途
苦
悩
中
ニ
堕
ス
ル
是
以
テ
仏
ケ
人
心
ニ
随
ハ
シ
ム
ル
ヲ
急

務
ト
シ
テ
大
経
ニ
捨
悪
持
善
ヲ
念
頃
ニ
教
へ
玉
フ
光
明
大
師
モ

観
経
ノ
孝
養
父
母
ヲ
尺
ス
ル
下
ニ
五
倫
ノ
常
道
ニ
背
ク
モ
ノ
也
人

皮
ヲ
着
タ
ル
畜
生
ナ
リ
ト
ハ
ジ
シ
メ
テ
人
ノ
常
道
タ
ル
ヘ
キ
ヲ
教
ヘ
玉
フ

真
宗
ノ
僧
侶
タ
ル
モ
ノ
仏
祖
ノ
戒
キ
ヤ
ク
ト
云
ヒ
今
ノ
三
條
ト
云
ヒ
自

ラ
天
理
人
道
ヲ
ア
キ
ラ
メ
テ
人
ヲ
シ
テ
ア
キ
ラ
メ
ア
キ
ラ
カ
ナ
ラ
ス
ン
ハ

ア
ル
ヘ
カ
ラ
ス
生
々
化
々
ト
ハ
天
理
ヲ
明
ス
ナ
リ
生
々
ハ
万
物
ノ
発
生
ス
ル
ヲ

云
化
々
ハ
物
ノ
変
化
ス
ル
ヲ
云
春
来
リ
テ
樹
木
芽
ヲ
生
シ
夏
ニ
至

リ
テ
緑
葉
繁
茂
ス
秋
ニ
至
レ
ハ
其
葉
黄
ニ
シ
テ
零
落
ス
ミ
ナ

是
天
理
ノ
凝
滞
ナ
ク
生
化
ス
ル
処
ナ
リ
時
循
テ
等
ト
ハ
人
道
ヲ

明
ス
君
ニ
事
フ
ル
ト
キ
ハ
忠
ア
リ
親
ニ
事
フ
ル
ニ
孝
ア
リ
乃
至
今
日

万
国
交
際
ノ
時
至
レ
ハ
信
義
ヲ
失
ハ
ス
互
ニ
相
通
ス
ル
是
則
チ

宜
キ
ヲ
制
ス
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
人
タ
ル
モ
ノ
ノ
常
道
ナ
リ
如
是
天
理
ノ
上

ニ
モ
ト
ト
コ
フ
ル
事
ナ
ク
ト
ト
コ
フ
ル
ト
ハ
物
ニ
執
シ
テ
動
ク
事
ノ
ナ
ラ
サ
ル
ヲ

云
春
芽
ヲ
生
シ
タ
ル
侭
ニ
テ
カ
ワ
ル
事
ナ
ケ
レ
ハ
凝
滞
ナ
ク
五
倫
ノ
間
ニ

於
テ
モ
一
ツ
ニ
ト
ト
コ
フ
ル
事
ナ
キ
カ
人
道
ノ
通
達
ナ
リ
后
生
ニ
至
リ
テ

此
時
運
ニ
当
リ
テ
議
ス
ル
モ
ノ
ナ
キ
カ
如
キ
ハ
天
理
ノ
凝
滞
ナ
キ
ヲ

知
ラ
ス
旧
執
ニ
ト
ト
コ
フ
リ
テ
動
ク
事
能
ハ
サ
ル
頑
固
ヨ
リ
生
ス
ル
処
ナ
レ
ハ

ア
ラ
カ
シ
メ
其
義
ヲ
示
シ
テ
天
理
人
道
ヲ
ア
キ
ラ
ム
レ
ハ
天
理
ノ
上
ニ
ト
ト

コ
フ
リ
ナ
ク
人
道
ニ
於
テ
モ
達
セ
サ
ル
ナ
シ
ト
示
ス
ナ
リ
如
是
天
理
ト

人
道
ト
上
来
并
へ
明
ス
ニ
付
テ
人
其
ハ
ル
カ
ニ
ヘ
タ
ツ
モ
ノ
ト
思
ハ
シ
事

ヲ
恐
レ
テ
其
揆
一
ナ
リ
ト
云
揆
ハ
ハ
ル
カ
ト
訓
シ
又
コ
ト
ハ
リ
ヲ
モ
ム
キ
ト
訓
シ

天
理
人
道
処
ハ
二
ツ
ア
レ
ト
モ
其
コ
ト
ハ
リ
其
ヲ
モ
ム
キ
ハ
一
ツ
モ
ノ
ソ
ト

六丁ウ

六丁オ

七丁オ



同
朋
大
学
佛
教
文
化
研
究
所
紀
要　

第
三
十
六
号

五
四

云
心
ロ
ナ
リ
人
ノ
上
ニ
五
倫
ノ
道
ア
リ
テ
君
父
ニ
忠
孝
ヲ
尽
ス
ヘ
キ

コ
ト
ハ
リ
ア
ル
場
ヲ
天
理
ト
云
其
天
理
ニ
随
テ
大
恩
ヲ
受
タ
ル
君
父
ニ

事
へ
奉
ル
是
ヲ
人
道
ト
云
故
ニ
ヲ
モ
ム
ク
処
ハ
一
ツ
ナ
リ
天
理
ニ
達
ス
ル
等

ト
ハ
上
ヲ
受
テ
示
ス
モ
ノ
ニ
テ
凝
滞
ナ
キ
天
理
故
ニ
此
天
理
ヲ
達
得

ス
レ
ハ
変
通
方
ナ
ク
ト
テ
モ
ト
テ
モ
変
化
ス
ル
モ
万
国
相
通
ス
ル
モ
聊
カ
カ
ド

ダ
ツ
場
ハ
ナ
ヒ
ト
云
心
ロ
通
達
セ
サ
ル
事
ナ
キ
人
道
ヲ
達
得
ス
レ
ハ
君
臣
ノ

間
モ
父
子
ノ
間
モ
乃
至
明
友
ノ
間
モ
道
全
フ
シ
テ
孝
弟
忠
信
カ
顕
ル
ル

ス
レ
ハ
此
ノ
天
理
人
道
ヲ
弁
明
セ
ス
シ
テ
ハ
叶
ヌ
夫
開
国
ノ
始
メ
等
ト
ハ
天
理

ノ
生
々
化
々
ス
ル
相
タ
ヲ
示
ス
ナ
リ
諾
冊
二
尊
カ
開
国
シ
日
尊
カ
開
国
シ
玉
フ

時
分
テ
ハ
世
界
モ
人
モ
人
質
樸
ナ
ル
故
ニ
未
タ
具
ラ
サ
ル
事
多
シ
質
樸
ト
ハ

古
ハ
朴
ニ
造
ル
今
ハ
樸
ニ
造
ル
質
ハ
マ
コ
ト
ト
訓
シ
ス
ナ
ヲ
ト
訓
ス
樸
ハ
ス
ナ
ヲ

機
地
白
木
ト
訓
ス
ル
字
ニ
テ
カ
サ
リ
ケ
ノ
无
キ
有
ノ
侭
ニ
テ
シ
カ
モ
実
ト

ア
ル
場
ヲ
質
樸
ト
云
ナ
リ
神
代
ノ
時
分
ニ
テ
ハ
世
モ
人
モ
ト
モ
ニ
質
樸
故

ニ
政
道
ト
テ
文
辞
モ
品
物
モ
未
タ
具
ハ
ラ
ス
ケ
ダ
シ
推
量
シ
テ
ミ
レ
ハ
此
日

本
斗
リ
テ
ハ
ナ
ヒ
万
国
モ
又
此
通
リ
然
而
追
々
年
々
立
々
随
ヒ
テ
世
界
モ

移
リ
変
リ
世
ノ
風
俗
モ
変
化
シ
テ
今
日
ニ
繁
テ
ハ
万
国
交
際
ノ
時
ニ

至
ル
是
春
ワ
ス
カ
ニ
芽
生
セ
シ
モ
ノ
夏
来
リ
テ
繁
茂
ス
如
ク
生

化
ハ
ミ
ナ
天
地
ノ
理
ナ
リ
故
ニ
等
ト
ハ
時
ニ
随
ウ
テ
冝
キ
ヲ
制
ス
ル

人
道
ヲ
明
ス
也
天
理
循
環
シ
テ
万
国
相
通
ノ
時
至
レ
ハ
此
天
理
ニ
随

ウ
テ
人
タ
ル
モ
ノ
ハ
人
道
ヲ
守
リ
万
国
ノ
人
々
ニ
対
シ
テ
モ
信
義
ヲ
ハ
ズ

サ
ル
ヨ
リ
物
物
定
理
ヲ
ヨ
ク
心
得
彼
国
ノ
者
ハ
我
ニ
モ
ト
シ
テ
此
日
本
ノ

有
ハ
彼
レ
ガ
ナ
キ
ニ
通
シ
テ
互
ニ
相
益
ス
ル
カ
人
ノ
道
ナ
リ
人
タ
ル
モ
ノ

外
国
ヲ
忌
嫌
テ
信
義
ヲ
失
ヘ
ハ
人
情
ノ
道
ニ
背
キ
昔
シ
万
国
ニ

通
セ
サ
ル
時
ノ
思
ヒ
ヲ
以
テ
今
日
相
通
ノ
ト
キ
ニ
至
テ
是
ヲ
サ
マ
タ
ク
ル
ハ

人
道
ニ
ア
ラ
ス
ト
云
於
是
乎
等
ト
ハ
此
ノ
下
上
ニ
述
ル
義
ヲ
受
テ
天
理

人
道
ヲ
知
ル
事
ヲ
顕
ス
カ
ク
天
理
人
道
ヲ
伺
イ
ミ
レ
ハ
今
日
ノ
万
国
交

際
ハ
変
通
无
方
ノ
天
理
ニ
異
セ
サ
ル
ヲ
知
ル
ト
ナ
リ
自
主
自
養
ト
ハ
天

然
ノ
本
理
カ
自
ラ
主
宰
ト
ナ
リ
自
ラ
養
育
ス
ル
ト
云
心
ロ
ニ
テ
今
日
交

際
ノ
ト
キ
ト
ナ
ル
モ
天
理
カ
主
ト
ナ
リ
用
ト
ナ
リ
テ
此
場
ニ
至
ル
ソ
ト
知
ラ
ス
ル
也

於
是
乎
利
用
等
ト
ハ
次
ニ
人
道
ヲ
知
ル
事
ヲ
明
ス
自
主
自
養
ノ
天
理
ヲ

知
ラ
ハ
人
道
ノ
上
テ
ハ
各
々
自
ラ
勉
励
シ
テ
国
用
ヲ
タ
シ
人
才
ヲ
ミ
カ
ク

テ
ナ
ケ
ネ
バ
ナ
ラ
ヌ
是
ヲ
利
用
厚
生
ト
云
士
民
各
々
我
本
分
ノ
職
業

ヲ
守
リ
富
国
強
兵
ノ
バ
ニ
至
ラ
シ
ム
ル
カ
是
人
道
タ
ル
事
ヲ
知
ル
ト
ナ
リ

今
時
ノ
僧
俗
タ
ル
モ
ノ
ハ
教
導
ヲ
以
テ
職
ト
ス
ル
身
ナ
レ
ハ
自
ラ
其
本

分
ヲ
尽
シ
テ
朝
旨
ノ
ア
ル
処
ヲ
知
リ
宗
意
ヲ
研
究
シ
テ
教
道
懃
説

ナ
ル
ヲ
以
テ
急
務
ト
ス
ヘ
キ
ナ
リ
尓
ル
ニ
等
ト
ハ
天
理
人
道
ニ
明
カ
ナ
ラ
サ
ル
モ

七丁ウ

八丁ウ

八丁オ



真
宗
僧
侶
の
教
導
職
養
成

五
五

ノ
ヲ
挙
テ
其
失
ヲ
戒
テ
明
ナ
ラ
シ
メ
ン
義
ヲ
明
ス
此
時
運
ト
ハ
万
国

交
際
ノ
時
ヲ
云
猶
ト
云
字
各
々
其
本
文
ヲ
尽
ス
ノ
時
ナ
ル
ニ
ヤ
ハ
リ
其

場
ヘ
至
ラ
ズ
シ
テ
交
際
誹
議
ス
ル
モ
ノ
ア
リ
何
故
誹
議
ス
ル
ゾ
ト
其

人
ノ
心
ロ
ヲ
推
量
シ
テ
ミ
レ
ハ
旧
執
ニ
泥
ミ
テ
知
識
ヲ
開
カ
サ
ル
ト
ナ
リ

沿
襲
ト
ハ
沿
ハ
シ
タ
ゴ
ウ
ト
訓
シ
テ
流
ニ
随
テ
ク
ダ
ル
心
ロ
ヲ
沿
ト
云
襲
ハ

ツ
グ
ナ
リ
ヨ
ル
也
ナ
ロ
フ
也
従
前
ノ
サ
マ
ニ
随
テ
夫
レ
ニ
ヨ
リ
テ
ア
ル
ヲ
沿
襲

ト
云
陋
習
ト
ハ
陋
ハ
ミ
ニ
ク
シ
ツ
タ
ナ
シ
セ
マ
シ
イ
ヤ
シ
キ
頑
固
ノ
セ
マ
キ

心
ロ
ニ
ナ
レ
ナ
ツ
ミ
テ
固
執
シ
テ
通
ス
ル
事
能
ハ
サ
ル
故
ニ
心
ロ
ヲ
ト
ヂ
フ
サ
イ
テ

ア
リ
シ
ヨ
リ
万
国
交
際
ノ
時
運
ヲ
誹
議
ス
ル
也
夫
故
ニ
天
理
人
道
ヲ

明
カ
ニ
セ
ン
ト
思
ハ
ハ
ト
ト
コ
フ
テ
ア
ル
旧
執
ヲ
除
イ
テ
知
識
ヲ
開
キ
知
才
ヲ

開
ケ
ハ
ヨ
ク
天
理
ヲ
知
ル
故
ニ
何
レ
ノ
国
ノ
人
ニ
交
リ
テ
モ
信
義
ヲ
失
ハ
ザ
ル

人
道
カ
明
カ
ニ
ナ
ル
ゾ
ト
ナ
リ
日
新
ト
ハ
大
学
ニ
日
々
新
ニ
シ
テ
ハ
寺
云
是
ハ

湯
之
盤
ノ
銘
ニ
テ
湯
ワ
ミ
ス
ル
器
ニ
書
付
タ
ル
名
ニ
テ
自
ラ
戒
ヲ
ナ
ス

言
其
ノ
身
ヲ
沐
浴
シ
テ
ア
カ
ヲ
サ
ル
カ
如
ク
ヨ
ク
一
日
ニ
テ
モ
旧
染
ノ
ケ
カ
レ
ヲ

洗
ハ
ハ
日
々
日
々
ニ
旧
染
ノ
ア
カ
ヲ
洗
ウ
テ
新
ニ
セ
ヨ
ト
云
戒
ナ
リ
一
度
ア
カ

ヲ
洗
ウ
テ
二
度
洗
ウ
ニ
及
ハ
ス
ト
云
義
ハ
ナ
ヒ
人
タ
ル
モ
ノ
ハ
悪
ヲ
ス
テ
テ
善
ニ

元
付
ニ
ハ
一
度
ニ
テ
ハ
ト
ド
メ
ズ
今
日
モ
悪
ヲ
ヤ
メ
テ
善
ニ
モ
ト
ツ
キ
明
日
モ
悪

ヲ
ス
テ
テ
善
ニ
ス
ス
メ
ト
云
心
ナ
リ
是
ヲ
日
新
ノ
利
ヲ
究
メ
旧
弊
ニ

泥
ミ
シ
モ
ノ
ナ
レ
ハ
今
日
モ
洗
ヒ
明
日
モ
洗
ウ
テ
旧
弊
ヲ
去
リ
テ
知
才
ヲ
開

ク
ニ
至
ル
ベ
シ
今
日
誹
議
ス
ル
モ
ノ
ハ
ミ
ナ
私
見
ニ
ト
ド
コ
フ
ル
ヨ
リ
起
ル
ス
レ
ハ

私
論
ヲ
去
リ
テ
公
倫
ニ
ツ
ク
ヘ
キ
ナ
リ
天
地
固
有
ノ
公
法
ト
ハ
上
ニ
示
ス
カ

如
ク
変
通
無
方
ノ
天
理
君
臣
父
子
ノ
人
道
ナ
リ
是
カ
天
地
開
闢
ノ

始
メ
ヨ
リ
固
有
ノ
公
法
ナ
レ
ハ
天
運
一
変
シ
テ
万
国
相
通
ノ
ト
キ

至
レ
ハ
此
ト
キ
ニ
乗
シ
テ
天
然
ト
シ
テ
具
ハ
レ
ル
人
道
ヲ
尽
シ
信
義
ヲ
失

ハ
サ
ル
カ
公
法
体
認
ス
ル
ト
云
モ
ノ
尓
レ
ハ
勤
メ
テ
知
才
ヲ
開
ク
ヘ
シ
黽

勉
ト
ハ
二
字
ト
モ
ニ
ツ
ト
ム
ル
ト
訓
シ
テ
力
ラ
ノ
及
フ
丈
ノ
程
ヲ
ナ
ス
ハ
黽
勉
ニ
ハ
ア

ラ
ス
力
堪
ヘ
サ
ル
ト
コ
ロ
迄
勉
強
ス
ル
ニ
非
サ
レ
ハ
黽
勉
ニ
非
ス
ト
云
義
カ
字

雅
ノ
中
ニ
出
テ
ア
リ
拡
充
ト
ハ
才
シ
広
メ
シ
ツ
ト
訓
シ
テ
壅
塞
ス
ル

心
ロ
ヲ
ハ
ル
ヲ
云

　
　
　

第
三
條

皇
上
奉
戴
シ
朝
旨
ヲ
遵
守
セ
シ
ム
ヘ
キ
事

皇
上
ハ
今
日
天
王
ヲ
云
何
故
是
ヲ
奉
戴
ス
ト
ナ
ラ
ハ
畧
シ
テ
二
ツ
ヲ

云
ヘ
シ
先
ツ
皇
国
ノ
君
ハ
外
国
ト
ハ
異
ニ
シ
テ
彼
レ
ハ
其
ノ
人
才
ヲ
選
ン
テ
国

王
ト
シ
或
ハ
戦
カ
ツ
テ
国
王
ト
ナ
ル
今
ハ
不
尓
天
照
大
神
詔
シ
テ
宝
祚
无
窮

ト
告
ケ
玉
フ
ヨ
リ
以
来
万
世
不
易
ニ
シ
テ
其
徳
神
皇
一
ツ
ナ
リ
尓
レ
ハ
外

国
ノ
帝
ト
云
王
ト
称
ス
ル
モ
ノ
ト
同
実
ノ
倫
ニ
非
ス
故
ニ
古
ヘ
ヨ
リ
今
ニ
至
ル
迄

万
臣
コ
ト
コ
ト
ク
皇
上
ノ
徳
ニ
帰
シ
テ
帝
位
ヲ
望
ム
モ
ノ
ナ
シ
尓
者
臣
民

タ
ル
モ
ノ
奉
戴
セ
ス
ン
ハ
ア
ル
ヘ
カ
ラ
ス
且
ツ
又
今
上
天
皇
ニ
ヲ
ケ
ル
ヤ
君

子
ハ
民
ノ
父
母
ナ
リ
ト
云
カ
如
ク
万
民
ヲ
撫
育
シ
テ
文
明
正
大
ノ
域
ニ

九丁ウ

十丁ウ

九丁オ

十丁オ



同
朋
大
学
佛
教
文
化
研
究
所
紀
要　

第
三
十
六
号

五
六

至
ラ
シ
メ
ン
ト
自
ラ
是
ヲ
奮
発
シ
他
ヲ
シ
テ
勉
強
セ
シ
メ
玉
フ
子
タ
ル

モ
ノ
父
母
ノ
重
恩
ヲ
知
ラ
ス
ン
ハ
不
可
有
者
也
民
ノ
父
母
ト
ナ
リ
玉
フ
撫
育

叡
旨
ヲ
奉
戴
セ
ス
ン
ハ
ア
ル
ヘ
カ
ラ
ス
朝
旨
遵
守
ト
ハ
正
院
ノ
御

布
令
ヲ
初
ト
シ
テ
府
県
ノ
布
告
ニ
至
ル
迄
コ
ト
コ
ト
ク
朝
旨
ヨ
リ
出
ル

者
ナ
レ
ハ
遵
守
セ
ス
ン
ハ
不
可
有
義
也
セ
シ
ム
ヘ
キ
ト
ハ
他
ヲ
シ
テ
尓
ラ
シ
ム

ル
ノ
義
ナ
リ
今
此
三
條
ハ
神
官
僧
侶
ニ
対
シ
テ
教
導
ノ
基
本
ト

シ
テ
与
へ
玉
フ
モ
ノ
ナ
レ
ハ
人
ヲ
シ
テ
教
ヘ
テ
遵
守
セ
シ
メ
ヨ
ト
ノ
玉
フ
也
尓
ル
ニ

第
三
條
ノ
下
ノ
ミ
セ
シ
ム
ト
ア
ル
ハ
此
第
三
條
ニ
実
着
セ
ハ
初
ノ
二
條
モ

又
具
ル
故
ニ
此
処
ニ
セ
シ
ム
ル
ヘ
キ
事
ト
ノ
玉
フ
初
ノ
敬
神
ト
云
モ
今
日
ノ

皇
上
ノ
祖
先
ニ
シ
テ
王
位
ノ
初
ヲ
開
キ
玉
フ
神
ナ
レ
ハ
皇
上
ヲ
奉
戴

ス
ル
モ
ノ
敬
神
ナ
ク
ン
ハ
不
可
有
普
天
卒
土
ミ
ナ
是
王
土
ナ
レ
ハ
皇
上
ヲ

奉
戴
ス
ル
モ
ノ
愛
国
ナ
ク
ン
ハ
ア
ル
ヘ
カ
ラ
サ
ル
義
ナ
リ
第
二
條
天
理
人

道
ヲ
明
カ
ニ
セ
ヨ
ト
ア
ル
モ
又
是
朝
旨
ナ
レ
ハ
第
三
ノ
朝
旨
遵
守
ノ
モ
ノ

天
理
人
道
ニ
背
カ
サ
ル
事
勿
論
ナ
リ
故
ニ
第
三
ノ
下
ニ
至
テ
セ
シ
ム
ヘ
キ
ト

ノ
玉
フ
尓
シ
乍
ラ
体
ス
ヘ
キ
モ
明
カ
ニ
ス
ル
モ
此
セ
シ
ム
ヘ
キ
モ
三
条
互
ニ
通

ス
ト
知
ル
ヘ
シ
人
ヲ
シ
テ
朝
旨
ニ
随
ワ
シ
ム
ル
ノ
神
官
僧
侶
自
ラ
天
理

人
道
ニ
ソ
ム
イ
テ
不
明
ナ
レ
ハ
今
教
ユ
ル
ニ
益
ナ
シ
自
ラ
敬
神
愛
国
ヲ

体
セ
サ
レ
ハ
人
ヲ
シ
テ
体
認
セ
シ
ム
ル
事
ハ
ナ
ラ
ヌ
尓
者
天
下
ノ
僧
侶
ハ
皆

教
導
ス
ヘ
キ
ノ
身
ナ
レ
ハ
三
條
ノ
旨
ヲ
自
ラ
体
認
シ
三
條
ノ
旨
ヲ
自

ラ
弁
明
シ
人
ヲ
シ
テ
三
條
ノ
旨
趣
ヲ
得
セ
シ
ム
ル
ヲ
用
ト
ス
天
運
ト
ハ

天
運
ノ
自
然
ト
云
事
ニ
テ
第
二
條
ノ
下
ニ
変
通
方
ナ
ク
ト
云
開
国
ノ
初

メ
ハ
都
テ
モ
ノ
具
ラ
ヌ
年
移
ル
ニ
随
ヒ
テ
風
俗
ハ
変
シ
今
日
万
国
ヲ

相
通
マ
テ
開
ケ
シ
事
ハ
ミ
ナ
是
レ
天
然
ノ
自
運
ナ
リ
百
度
維
新
ト
ハ

昨
日
弁
ス
ル
通
リ
旧
深
ヲ
洗
ウ
ニ
ハ
日
々
新
ニ
シ
テ
又
日
新
也
一
度
洗
ウ
テ

二
度
セ
サ
ル
ハ
非
ス
旧
執
ノ
ア
ラ
ン
限
リ
ヲ
洗
ウ
テ
民
ヲ
新
ニ
ス
ル
事

旨
趣
ナ
レ
ハ
百
度
維
新
ナ
リ
ト
云
在
廷
ノ
君
子
ト
ハ
太
政
大
臣
ヲ

初
メ
ト
シ
大
臣
ヲ
指
ス
言
朝
旨
ノ
ア
ル
処
ヲ
以
テ
万
民
ヲ
撫
育
シ

玉
フ
ニ
付
テ
ノ
苦
心
焦
労
ナ
リ
蚩
々
民
ト
ハ
頑
愚
ノ
者
ヲ
指
ス
蚩
ハ

ヲ
ロ
カ
ト
訓
ス
ル
字
ナ
リ
目
ニ
ハ
文
字
ヲ
知
ラ
ス
故
ニ
是
ヲ
シ
テ
文
明
ナ
ラ
シ

メ
ン
ト
苦
心
シ
玉
フ
ト
云
意
ヲ
顕
ス
然
リ
ト
雖
ト
モ
ト
ハ
上
ニ
反
ス
ル
言
ニ
シ
テ

其
苦
心
ノ
義
ヲ
モ
知
ラ
ス
維
新
ノ
治
定
ニ
逢
フ
事
ニ
驚
キ
歎
キ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
以
下
書
か
れ
て
い
な
い
。）

『
教
則
三
條
聞
誌
』
個
人
蔵

　

通
行
体
に
改
め
、
踊
り
字
は
す
べ
て
「
々
」
と
し
た
。

十一丁ウ 十一丁オ

十二丁オ



一
八
五

　
　
　

執
筆
者
紹
介

小　

山　

正　

文
（
研
究
顧
問
）

新　

野　

和　

暢
（
客
員
研
究
員　

名
古
屋
大
谷
高
校
教
諭
）

市　

野　

智　

行
（
客
員
研
究
員　

本
学
非
常
勤
講
師
）

木　

越　

祐　

馨
（
加
能
地
域
史
研
究
会
代
表
）

藤　

井　

由
紀
子
（
所
員
）

中　

川　
　
　

剛
（
客
員
研
究
員　

愛
知
学
院
大
学　

博
士
課
程
後
期
）

高　

木　

祐　

紀
（
客
員
研
究
員
）

小　

川　

徳　

水
（
西
嚴
寺
住
職
）

工　

藤　

克　

洋
（
客
員
所
員　

京
都
産
業
大
学
史
編
纂
室
嘱
託
員
）

松　

金　

直　

美
（
客
員
所
員　

真
宗
大
谷
派
教
学
研
究
所
助
手
）

脊　

古　

真　

哉
（
客
員
所
員　

本
学
非
常
勤
講
師
）
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十
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成
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発
行

名
古
屋
市
中
村
区
稲
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地
町
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―
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集 

者　
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